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午前10時０分開議 

 

開          議 

○議長（永田正巳） おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 

諸 報 告 

○議長（永田正巳） 日程に入るに先立ち、報告いたします。 

 例月出納検査報告１件が提出されましたので、お手元に配付いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

 

質          問 

○議長（永田正巳） 日程第１、県政に対する質問を行います。 

 通告がありますので、順次、発言を許します。49番 西場信行議員。 

   〔49番 西場信行議員登壇・拍手〕 

○49番（西場信行） おはようございます。親しく、長く議員活動をともにさ

せてもらってきました永田議長から御指名をいただきまして大変うれしく、

喜びながら一般質問をさせていただきます。よろしくお願いします。 

 今日は、水力発電民間譲渡課題、またかと、こういうような、何かちょっ

とくどく思われるかわかりませんが、確かにくどいのでございますが、今回

またやらせてもらいたいと、こういうことで、鈴木知事はじめ幹部の皆さん、
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よろしくお願いをいたします。 

 水力発電民間譲渡、この４月１日に３回目の譲渡代金を受納して、本県の

企業庁によります水力電気事業は終了いたします。今議会の知事提案説明に

おいてですが、この企業庁の水力発電事業の廃止については知事からのコメ

ントはありませんでした。長年、譲渡交渉を行ってきた御苦労の多かった地

域連携部のほうからもこの点について、触れられたという記憶がちょっとな

いんですが、売却元である県企業庁は議案聴取会庁長説明概要の中で、１行

程度ですが、議案第52号で、三重県公営企業の設置等に関する条例のところ

で、４月１日に民間譲渡が完了することから、ＲＤＦ事業を主体とする電気

事業を継続すると、こういう内容の文章が書かれておるんです。 

 これに関する予算案は、企業会計の電気事業の資本的収入に73億円が計上

されています。長ヶ、宮川第三、三瀬谷、大和谷、青田、各発電所の固定資

産売却代金68億3000万円がこの中に入っておると、こういうふうに聞いてお

ります。一昨年、昨年と合わせて105億円ということで譲渡が完了するとい

うことになります。 

 宮川総合開発計画と称して昭和27年４月に着工して、32年に宮川ダムが竣

工し、42年に三瀬谷ダムが竣工して、青木県知事のもとにスタートしたもの

が、田中覚知事のときに電気局、そして公営企業として発電事業を開始して

以来でございますが、電気局を企業庁に改組した後、その後知事をされた田

川亮三元知事も企業庁長となり、今日、半世紀にも及ぶその責任が続いてき

て、今、小林庁長のもとにその任務が行われ、そして今回の譲渡が進められ

ると、こういうことになります。 

 戦後の三重県政の最大のプロジェクトとも称されたこの水力発電事業でご

ざいますが、いろいろ環境の変化、時代の変化のもとに民営化というものが

目指されて、今回、譲渡ということになりました。平成17年、18年ごろ、企

業庁において、また、県において、そして議会において、この公営企業のあ

り方見直しが議論されて、そして、議長のほうからも水力発電について民間

譲渡を進めるようにという提言もなされて、これを受けての今回の結論では
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ございますが、長い年月がたっております。今日、その民営化の議論という

ものもかなり変化してきておるのではないかなと、こういうようにも思いま

す。 

 企業庁、公営事業の民営化につきまして、所期の目的どおり達成されて

いっておるのかどうか、いま一度、この大事な節目のときに問い直してみる、

振り返ってみる、そして、今後の見通しを聞いておきたいと、このように思

い、電気事業の閉幕に当たり、その総括を企業庁長にお聞きしたいと思いま

す。 

 あわせて、宮川上流漁協との間に課題となっておりますアユの放流補償の

継続の課題、下流の宮川漁業協同組合から出ております三瀬谷ダム放流水の

濁水問題等について、どのように解決を図っているのかもあわせて伺います。 

   〔小林 潔企業庁長登壇〕 

○企業庁長（小林 潔） ２点御質問がございましたので、順次、お答えをさ

せていただきます。 

 まず、電気事業民営化取組の総括についてでございます。 

 若干、議員の御質問と重複するところがありますが、三重県の水力発電事

業は、戦後の電力不足とその需要に対応するため、昭和27年に電気事業の許

可を受けて、宮川総合開発事業の一環として長ヶ発電所を建設し、その後、

宮川第一、宮川第二、宮川第三発電所を順次建設し、昭和33年、34年には県

内の電力使用量の約20％の電力を供給するに至りました。 

 昭和36年に企業庁として事業を引き継ぎまして、順次営業を拡大して、中

南勢地域総合開発や、オイルショックを受けた石油代替エネルギー政策のも

とで、平成７年に運転を開始いたしました青田発電所を最後に、全部で10発

電所を建設、運営をしてまいりました。この10カ所の発電所で約10万戸の一

般家庭が年間に使用する電力量を、中部電力株式会社を通して県内に供給し

ており、産業振興をはじめ、地域の発展に貢献してまいりました。 

 水力発電事業は、純国産の石油代替エネルギーとして、また、地球温暖化

防止のためのクリーンエネルギーとして大きな役割を果たしてきたところで
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あり、今後も地球環境への関心の高まりにあわせて、その意義は変わること

はないと考えております。 

 水力発電事業の民間譲渡につきましては、平成18年３月に県議会から知事

へ三重県企業庁の民営化に向けた提言があり、これを受けて平成19年２月に

知事から示された企業庁のあり方に関する基本的方向におきまして、水力発

電は再生可能なクリーンエネルギーであり、一定の公的関与の必要性はある

ものの、民間譲渡した場合であっても事業の継続性が期待できることから、

民間譲渡が最初の選択肢と判断されたところであります。 

 また、譲渡条件としましては、適正な譲渡価格に加え、全ての発電所が継

続して運営されること、地域貢献の取組が継続されることを基本としながら、

総合的な視点で検討を行うこととされました。 

 このことを受けまして企業庁では、知事が示した基本的方向を実現するた

め、水力発電事業の民間譲渡を重点的な取組の一つに掲げた長期経営ビジョ

ンを平成19年11月に策定するとともに、あわせて、経営目標の達成に向けた

具体的な取組を示した第１次、第２次中期経営計画を策定し、水力発電事業

の譲渡を推進してまいりました。 

 譲渡先につきましては、水力発電やダム管理の技術、運営実績などを考慮

し、中部電力株式会社との交渉を進めた結果、平成23年８月に譲渡に係る基

本合意を締結し、平成27年４月１日をもって全ての発電所の譲渡が完了する

ことになります。 

 企業庁としましては、県の譲渡方針決定を受けて、多くの譲渡課題がある

中、これまで関係機関と協議を重ね、課題解決に向けて努力をしてきたとこ

ろでありまして、その結果、全ての水力発電所を譲渡でき、民間主導でク

リーンエネルギーである水力発電が譲渡されることになりましたことを、こ

れまで御協力いただきました関係者の皆様方に深く感謝しているところであ

ります。 

 なお、中部電力株式会社に譲渡した後も、これまで企業庁が行ってきた地

域貢献活動もそのまま引き継がれることになります。また、中部電力株式会



 －257－

社は、民間の電気事業者としての豊富な運用実績、経営ノウハウを持ってお

られますので、引き続き発電所の安全で安定した運転をされるとともに、地

域の振興にも寄与していただけるものと思っております。 

 次に、宮川上流漁協への補償及び三瀬谷ダム下流域の濁水問題についてお

答えをさせていただきます。 

 宮川上流漁協の稚アユ放流への補償につきましては、三瀬谷ダムの建設に

より、ダム上流にアユが遡上できなくなったことへの対策として、宮川上流

漁協が毎年行う稚アユ放流の経費の一部を企業庁が負担するなどの補償を、

昭和42年度から行ってきたところであります。この補償は三瀬谷発電所での

発電事業に伴うものであることから、現在の補償を継続することについて譲

渡先である中部電力株式会社と調整し、確認書を締結いたしました。一方、

宮川上流漁協に対しましては、稚アユ補償の継続に関する県の考え方や漁協

が抱いておられた不安を取り除く説明を行ってまいりました。 

 協定書につきましては、県の関与についての内容の確定に時間を要しまし

たが、協議を重ねた結果、補償の継続について合意に至りましたので、平成

26年12月に、漁協、中部電力株式会社、三重県の３者で協定書の締結を完了

したところであります。 

 また、三瀬谷ダム下流域の濁水問題につきましては、三瀬谷発電所の中部

電力株式会社への譲渡における地域貢献課題となっております。現在、宮川

漁協、中部電力株式会社及び三重県の３者で一堂に会して協議を行っている

ところであり、年度末までに解決するべくしっかり取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

   〔49番 西場信行議員登壇〕 

○49番（西場信行） 庁長から丁寧な答弁をいただいたと思います。 

 年度内に宮川漁協との協議、交渉を進めていきたいという決意が述べられ

ましたので、これ以上申し上げることはないのでありますが、年度をまたぎ

ますと様相が一変いたしまして、企業庁の関与できない、しにくい状況にな

ろうかなと、こう思いますので、何としても年度内解決を最大限努力するこ
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とを改めて求めておきたいと思います。 

 宮川上流漁協につきましては、組合側の不安を取り除く説明をしたと、こ

ういうお話でございまして、それは理解できるんですが、不安のもとであっ

た、時代、環境の変化の中で、電気事業者が補償を続けられなくなったとき

に、県がどのように支援してくれるのかということについて、具体的にどう

されるのかということについての説明はなかったと思います。このことにつ

いて、しっかり担保できるように、改めて求めておきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 民営化しても発電事業は続けていくことができるという消極的な民営化な

んですね。もっと、民営化することによってこの流域は、あるいは発電事業

はこういうようによくなるというものがあってしかるべきやと。そういう点

については今も変わらずかなという思いがいたしましたが、この半世紀以上

にも及ぶ長い間、企業庁の先人たちの努力というのは大変なものでございま

して、その地域貢献、あるいは三重県の産業振興に尽くしたその努力という

のはたたえなくちゃならない。その努力を心から敬意を表して、長年、水力

発電に携わりました企業庁関係者、あるいは県関係者の皆さん方の努力に改

めて感謝を申し上げておきたいと思います。 

 この水力発電民間譲渡に関しまして昨年１月に、流域の７市町、伊勢市、

多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町から、知事、企業庁宛て

に、民間譲渡に関して要望書が提出されております。大きく３点ありまして、

宮川流域地域振興基金の設置、それから、県、市町、利水関係者、発電事業

者などによります課題解決のための合同協議機関の設置、それから、ダムの

濁水問題に伴う、ダム上流の渓流から直接ダム直下へ放流することについて、

1000万トンと言われます流量回復放流の手法について要望が出ております。

この３点について、昨年10月に県から文書回答はされておりますが、その後、

中部電力株式会社との様々な交渉、協議も進んでおるかと思います。現時点

でのこういった要望に対する取組状況について、御回答を改めて聞きたいと

思います。お願いします。 



 －259－

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 私のほうからは、要望の３点のうちの、地域振興基金と

合同協議会の設置に関する回答内容と、その後の取組状況について御説明し

たいと思います。 

 三重県企業庁の水力発電事業につきましては、平成25年４月から中部電力

株式会社に段階的に譲渡を開始しており、平成27年４月１日の譲渡完了を

もって事業が廃止されることとなります。その後、ＰＣＢ廃棄物の保管・処

理業務、発電所建設時に借り入れた企業債の償還などの残務整理を行うこと

により、譲渡対価から譲渡経費を差し引いた譲渡益が確定することになりま

す。 

 これらの金額についてはこれから確定いたしますけれども、水力発電事業

の民間譲渡に当たっては、地域貢献の取組が継続されることを条件としてお

りますので、そのための費用について検討してまいりたいと考えております。 

 水力発電事業の民間譲渡後の宮川流域諸課題に対しては、現在、県庁内の

関係部局で構成する宮川流域振興調整会議を設置いたしまして、対応するこ

ととしております。この会議の要綱にも明示をしておりますけれども、この

検討に当たっては、内容の必要に応じて、関係市町や利水関係者等との協議

の場を設けるなど、十分意見交換をした上で進めることができるという規定

が入っておりますので、必要に応じてそういうものを活用した協議を進めて

まいりたいと考えております。 

   〔水谷一秀地域連携部長登壇〕 

○地域連携部長（水谷一秀） 私のほうからは、流量回復について御答弁いた

します。 

 宮川の流量回復における当面の目標は、宮川ダム直下毎秒0.5トン、粟生

頭首工直下毎秒３トンとなっております。そのうち、粟生頭首工直下毎秒３

トンを下回る場合の対応については、昨年６月に宮川における流量回復放流

実施要領を定め、当面、６月から９月において、宮川ダムから年間1000万ト

ンを上限として放流をする運用を開始したところでございます。 
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 流量回復の取組では、実施結果を検証した上で、必要な見直しを行うこと

としております。さきの知事答弁でもございました庁内の連絡会議、宮川流

域振興調整会議を２月12日に開催させていただき、今年度の流量回復の取組

検証を行いました。今年度の実施結果の検証においては、４月から５月の期

間にかんがい放流を実施している際に、宮川の自流が毎秒３トンを下回る場

合があることから、その不足量を流量回復放流として取り扱うこととしたと

ころであります。現在、実施要領の改正について関係者と協議しており、本

年４月から運用することとしております。 

 なお、年間を通して粟生頭首工直下毎秒３トンが確保できない場合につき

ましては、さらに実績を重ねた上で検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

   〔土井英尚県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（土井英尚） 私からは、宮川ダムからの放流水の水質確保の

ために、ダムの上流の渓流から直接ダム直下に放流するとの要望について答

弁させていただきます。 

 平成23年５月の渇水時において、アユなどのへい死が発生するなどの被害

が出たとのことから、宮川ダムからの放流水の水質確保の必要性については

十分認識しているところでございます。その対策を効果的に実施するにはや

はり原因の特定が必要であるということから、調査の箇所や項目、頻度につ

いて地元と協議の上、水質調査等を実施してまいりました。 

 また、平成23年のへい死は、硫化物の発生が原因だと推定されたことから、

これまでの河川の水質調査に加え、平成25年度はダム湖の水深別、深さを区

別しまして、水質調査や、湖底の底質調査を追加して実施してまいりました

が、へい死につながるような異常は確認できておりません。 

 また、本年２月までの水質調査結果については、生活環境の保全に関する

環境基準の全ての項目を満たしており、また、その後、魚のへい死等も確認

されておりません。 

 引き続き、関係部局と連携し、水質調査を継続するとともに、水生生物の
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へい死等が発生した場合には速やかに、環境調査、原因調査などができる体

制を確保してまいりたいと考えております。 

   〔49番 西場信行議員登壇〕 

○49番（西場信行） 御答弁ありがとう。 

 県土整備部長にはいつもいつもそのように申し上げるんですが、私、あな

たの答弁姿勢は本当にいいと思う。物の言い方も好きだし、御性格も好きで

すが、答弁内容は全然だめ。私は、水質検査とか湖底調査とか、化学の先生

の話を聞いているわけじゃないの。あなたは、県土整備部としてこのハード

事業をいかに進めるかという大きな責任を担って、パイプラインをお願いし

ているんですから、パイプラインの調査をやってもらわなくちゃいけない

じゃないですか。アユが死んだら調査をするなんていうことは論外の話で、

もう今までに何回かそういうことが起こっておる。放流すれば臭い、黒く

濁っているということも住民は知っておるわけ。いい状況のときにそういう

のを調べて、水質検査をして、ＢＯＤがどうだとか言って、そんなことでは

だめですよ。 

 この原因は、それは私が特定するわけにはいかないけれども、選択取水塔

が上下できないほど水位が低いから水が滞って水質が悪化するんですよ、と

思う。ならば、選択取水塔の機能を改善するとか、あるいは、今、地元から

出てきておるような上流の渓流とか、あるいはダム湖上流の中で比較的水質

のきれいな部分から取水をしてダムの外に放出するようなことをしなければ、

先ほど地域連携部長も言った、これから流量回復の水も農業用水以外にも放

出しなくちゃならないという中で、宮川上流漁協がその放流は困ると言って

きたときにどうしようもなくなるのは、県土整備部のダム管の職員ですよ。

県土整備部のためにも私はこのようにお願いしておるんです。あなたは化学

の先生みたいに水質検査をやりますって、そんな話じゃないの。もう一度こ

の問題点をしっかり聞いて、どこにメスを入れたらええのか、しっかり再検

討してもらわなくちゃだめです。 

 知事のほうからは振興基金について、譲渡額の最終額が確定する中で地域
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貢献の費用として検討していくという、やや前向きなお話をいただいた。あ

りがたく聞かせてもらっておきます。 

 知事、ここで大事なところは、地域貢献の費用という、この地域貢献とは

何かというところが曖昧なんですね。いっとき宮川プロジェクトで、地域貢

献という一覧表をつくったことがある。その中にも地域貢献のメニューがあ

ります。しかし、それは、プロジェクト会議において議論した中での地域貢

献です。それ以外にも地域貢献の課題というのは、以前にもあったし、そし

て、この譲渡の話が出てきた後もずっと新しく出てきておる。まさに地域貢

献という内容も変化してきておるわけです。だから、時代に応じて、あるい

は状況に応じて出てくる地域貢献に対してどう対応していくかという問題で

あります。 

 大杉の宮川ダム湖に観光船が走りました。民間の、県、市町だけでなしに

自分たちでやろうとする観光船がいよいよ自前の資金で走り出しています。

それほどの動きも出てきます。しかし、観光船が走ろうにも、堆積した土砂

で登山客を迎えに行くに行けない。しかし、これは、今の通常の公共事業で

この土砂を取るだけの状況にないと、こういうようにしたときに、これをど

うしていくか。 

 事業を起こせばお金が要るじゃないですか。いろんな課題が出てきます。

これにどうのこうと言うことではありませんけれども、こういった新たない

ろいろな地域の課題に対して、様々なニーズに対してどのように向き合って

いくかといういろんな課題が出てきます。不測の大渇水の状況も出てこよう

かなと、こういうように思いますので、そういったものに対応できることと

して基金の設置をお願いいたしたいと、こういうように思います。 

 合同協議機関につきましては、宮川流域振興調整会議、座長石垣副知事、

こういうように私は聞かせてもらっていますが、ここで対応していただくと

いうことでございますので、ぜひともお願いをいたしたいと、このように思

います。 

 ３番目の項目に移らせていただきたいと思います。 
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 これは流域変更方式発電についてでございまして、少し説明が要るかなと

思いますので時間をかけてしまいますが、『宮川総合開発事業史』、（現物

を示す）昭和35年に書かれております。昭和22年から30年、８年間知事生活

を送られた青木知事の文章が跋文として、宮川総合開発の着想ということで

ここに書かれておるわけでございます。 

 その中でいろんなことが書かれていますが、時間がありませんので簡潔に

申し上げたいと思いますが、この大計画は、自分自身、青木知事の個人の発

明ではなく、専門家たちは誰しも、世界有数の多雨地帯であります大台ヶ原

を水源とする発電計画を望んでおったと。中部電力株式会社その他において

もそれを好地として着目して調査されてきたはずだと、こういうことでござ

います。 

 しかし、中部電力株式会社などの民間会社であれば、ダムにためた水を階

段式に下流に向かって落として発電するという方法しか考えられないという

ことで、採算上、十分効果がないということから実現できなかった。そこで、

当時の三重県は公営事業として、宮川から流域変更をして、大きな落差を利

用して紀伊長島の湾に放流するという、このまれなる発電方式をして、かつ、

多目的ダムとしてこれを建設した。多目的というのは、災害防止の治水、そ

して、農業用水のかんがい供給に資する、そして、吉野熊野国立公園をはじ

め、大杉谷の渓谷美を紹介して観光振興をやるというこの三つ、発電を合わ

せて４本柱でこれを進めたと、こういうように言われておるわけであります。 

 宮川流域に降った雨を宮川流域に返さずして、発電に供した後、紀伊長島

の湾であります三浦湾、熊野灘へ放流するというこの方式を、流域変更発電

方式と、このように、一般的な言葉かどうかわかりませんが、呼ばせてもら

うと、一般的な方法を階段方式と呼ばせてもらうと、こういうようにした場

合に、公営企業事業であるがゆえに流域変更をしてこの発電方式を採用する

ことができたという点ですね。このたびの企業庁電気事業の民営化は、民間

譲渡により、県営だからでき得た流域変更方式を民間会社に委ねるというこ

とになるわけであります。 
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 この点の重要な観点は、階段式の水力発電方式は河川流域に降った雨水を

そのまま流域河川に流していくという意味では、いわば自然順応型でありま

す。流域変更という発電方式は、他の河川流域へ排出するということで、反

自然的という言葉が適当かどうかわかりませんが、環境を人工的に変えてい

くというような意味での方式であると、こういうように思っております。 

 この変更する水量が半端じゃない、大変な量であるということは御案内の

とおり、先ほど申し上げましたように世界有数の多雨地帯でありますから、

年間4000ミリ以上の雨が降ると言われております。それを受ける宮川ダムの

集水面積は120平方キロメートル、１万2000ヘクタールの面積がありますか

ら、単純な計算をしますと４億8000万トンの水量が来ます。それのうち、か

んがい農業用水は750万トンをいただく権利がありますし、最近、平成18年

からできた維持流量は毎秒0.5トンで、年間1500万トンの維持流量を本流へ

流してもらう、この責任はあるんですが、それ以外の３億数千万トンは発電

の水としての権利を有することになっておりまして、このことがもう50年に

わたって続いておるわけであります。 

 仮に３億トンとして、３億トンはどれぐらいの量かといいますと、東京

ドームが120万トンと言われておりますから、250杯の水が毎年行くと、こう

いうような計算になりますし、１日少なからず発電すれば、１日に東京ドー

ム八分目ぐらいの水が紀伊長島へ注いでおると、こういうことにもなってく

るわけであります。 

 そこで、今回、民営化によりまして、このダム湖に流入する天然の水資源、

これを、上限もないわけでございますが、上限なく県から民間会社に権限と

して、現在105億円で譲渡したと、こういう状況に今回なったわけでござい

ます。この流域変更が自然環境や生態系に及ぼす影響が少なからずあるとい

うお話もいたしましたし、それは、本流のみならず三浦湾に対しても同じよ

うに環境変化が出てきておるということも事実であります。 

 こういう中で、なぜこの発電方式が公営に許されたのかというようなこと

を改めて考えてみますと、それは、それを受けて立つ県の公営企業体、企業
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庁が、その定款に県民福祉の向上に資するという定款を持っておるというこ

とも大変大きな理由になってくるだろうと思います。大渇水などの不測の事

態が起こって、河川環境や河川流況に問題が生じ、県民生活に困難な状況が

出てきたときには、県行政機関の一員である公営企業体として公のために資

する、貢献する立場からの判断で、発電事業のあり方を県民福祉の観点で見

直し、そして、問題解決を図ってくれるであろうと、そのためにこの方式が

公営事業として認められたのではないかと、これは私がそのように理解をし、

確信をするところです。 

 また、この方式はダムの多目的な公共性とも一体となっておると先ほども

申し上げました。治水としての役割、そして、観光としての地域振興の役割、

そして、農業生産に資するかんがい用水供給の役割、これとセットになった

発電方式でありますので、公共に資する発電ということで、これが認められ

てきたのではないかと、こういうように思うんですね。 

 そこで、この流域変更ダムを民間会社にこれからお願いしていくというこ

とについての課題になりますが、この方式を受け継いでいただきます発電事

業者、中部電力株式会社には、公営企業体と同様の公共に対する貢献や地域

振興の協力が欠かせないと、このように思うんです。ただ、民間であり、株

式会社ですから、その対応には一定の限界があると、こういうことも理解し

ていかねばならないと、このように思います。 

 そこで、万一というように断っておきますが、極めて困難な不測の事態が

起こったときにどうするか。近年、各地で水不足とか、そして、水資源の枯

渇とか、こういうものが問題になっております。このような公の資産でもあ

ります天然資源を最も有効に活用していくということも大変重要なことであ

ります。そういう視点から申し上げれば、このような万一の不測の事態が起

こってきたときに、県が関与して問題解決を図っていくべきだと、このよう

に考えるんです。この点について、知事の御所見を伺っておきたいと思いま

す。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 
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○知事（鈴木英敬） 中部電力株式会社に譲渡された後の発生する諸課題、万

が一ということも含めて県としての関与をどう考えるかということでござい

ました。 

 まず、中部電力株式会社への譲渡に当たりましては、かんがい放流や稚ア

ユ放流などの地域貢献の取組が継続されることを譲渡条件としており、平成

23年８月に、当時の担当部局の政策部と企業庁と中部電力株式会社の３者で

取組の継続を確認しております。これはつまり、先ほど議員もおっしゃって

いただいたように、万が一ということがないということは基本的にこれで担

保していきたいと思っておりますが、さらに、そういう万が一というような

こともございます。そういう意味では、先ほどの答弁とも少し重複しますが、

そういう民間譲渡に伴う宮川流域諸課題については、県で設置しました宮川

流域振興調整会議において、先ほど申し上げましたとおり、その規程の中に

は、地域貢献の課題の継続の検証、それの問題があった場合には、その譲渡

先や関係市町の皆さんと調整するという規定が入っておりますので、必要に

応じてそういうものを活用する中で対応していくということであると考えて

おります。 

   〔49番 西場信行議員登壇〕 

○49番（西場信行） 答弁ありがとうございました。 

 知事からは、こういった不測の事態が起こったときに宮川流域振興調整会

議のほうで対応していくという御回答を得ました。そこで、宮川流域振興調

整会議の座長を務める石垣副知事にやっぱり少しいろいろとお話も伺いたい

と、このように思うわけであります。 

 この調整会議というのは、早くからそういうのがつくられておる、つくる

というお話は聞いておったんですが、先ほど水谷部長のお話だと、ついこの

間開催したばかりと、こういうようなお話でございまして、この問題はずっ

と長らくあるのにかかわらず、この調整会議がごく最近に開かれたというこ

とについて、ちょっと奇異な、不思議な感じもするんですが、それでも開催

されたということでございますので、先ほどの知事の御答弁も踏まえて、こ
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の調整会議が所管していく課題、対象項目、座長としての石垣副知事の御決

意を伺いたいと思います。 

○副知事（石垣英一） 宮川流域振興調整会議は座長を私が務めさせていただ

いております。これは知事からも答弁が何度もあったわけでありますけれど

も、水力発電業務を民間へ譲渡するということについて、一つは、やっぱり

地域に根差した事業として継続していくということと、もう一つは、地域貢

献の取組が継続されていくということについて、必要があって設置をしたも

のであります。 

 主に三つの視点で調整会議を動かしていきたいと思っています。一つは、

宮川の流量回復について、取組の成果を検証し、調整をするということが一

つです。二つ目は、地域貢献、これは今の項目では14項目ありますけれども、

地域貢献の取組が継続されているかどうかを検証する、そして、継続されて

いない場合には、譲渡先や関係市町等と対応について調整をしていくという

こと、これが二つ目。三つ目は、水力発電事業の民間譲渡に伴う宮川流域諸

課題について、先ほど不測の事態という話もあったわけでありますけれども、

譲渡先や関係市町等と連携し、調整を図っていくという、この三つの視点で

この調整会議を運営していきたいと思っております。 

   〔49番 西場信行議員登壇〕 

○49番（西場信行） 御答弁によりますと、流量回復、地域貢献、それから、

民間譲渡に伴う諸課題についてやっていくということでございます。 

 流量回復は大きな課題です。当然これを主にしてやっていただきたいんで

すが、地域貢献の話は、先ほども私、少しお話ししたんですが、14項目に限

らない地域の課題があるわけです。いつもこの話をして、地域貢献、頑張り

ますと、こう言うから、地域貢献してなと私も期待するんですが、県の職員

の人たちは14項目に絞ってこれをやっておるんです。そうじゃないでしょう。

14項目というのは、プロジェクト会議の中でいろいろ議論の末にたどり着い

た一定の項目にすぎないんですよ。でありますので、この14項目を今後拡大

していただくか、これに固執するのであれば、３番目に言われた民間譲渡に
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伴います諸課題の中に入れてもらってこれをやってもらうか、そうしないと、

そういう限定されたものではおかしくなると思うんですが、この点の融通の

範囲についてもう一度お答えいただきたい。 

○副知事（石垣英一） 地域貢献課題、今、平成23年において調印をした部分

については、当然、引き続き検証していきたいと思っておりますけれども、

ただ、万が一ですよ、例えば民間譲渡した後で、当初、想像できないような

いろんな事態が出てくるとか、そう予測されるという場合については、地元

の市町、あるいは関係者皆さん方が、これはやっぱり何としても県と中部電

力株式会社と地元が協議せないかんという話になれば、それについては取り

上げることは当然だと思っていますけれども、あくまで地元の市町から、こ

れについてはやっぱりさらに協議をせないかんという部分についてであれば、

この調整会議の中で検討することになると思います。 

   〔49番 西場信行議員登壇〕 

○49番（西場信行） ありがとうございます。 

 全てというわけにはいかんけれども、県、市町、そして、発電事業者や利

水関係者等、合同で協議しなくちゃならないような大きなテーマになったと

きはこの調整会議でやると、こういう御回答をいただいたものとして理解を

していきたいと思います。 

 それでは、この１番目を終わりまして、地方創生対策のほうに入らせても

らいたいと思います。 

 これは一応、原稿はあるんですが、読めない、字が。読みにくいので、ど

うなっていくかわかりませんが、頑張ります。 

 地方創生に向けた政策づくりですが、日本経済新聞に、時間がないので

もっと簡単に申し上げますと、今回の地方創生はかなり性急な対応が国のほ

うから求められておりまして、今回の先行型補正などは特に早く結論を得る

ことを求められて、我々も議会として十分な審議議論できる場や時間もない

ままに、その本筋の必要性を感じて可決させてもらったというようなことで

はありますけれども、今まで地域振興策は様々な形でやってきた。しかし、
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その効果というものは、現状を見てみればわかるように、決してその地域に

とっていいものじゃないと。であるならば、今回新しく出てきた地方創生と

いうものは、従来にない新たな取組であるべきだと、こういうように思って

おります。 

 そういったことについて、たびたび、今議会でもいろいろ、意見、要望も

出ておるところでございますが、平成27年度に地方版の総合戦略をつくるに

際してのその辺の配慮、各地域の特色、あるいは効果ある対策をどう盛り込

んでいくかということにつきまして、いま一度、県としての方針、取組をお

聞きいたしたいと思います。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 地方創生に関する取組について御答弁申し上げます。 

 まず、今回の地方創生の仕組みの、主なこれまでの仕組みとの違いを少し

申し上げますと、今から申し上げるようなことがフルセットであるというこ

となんですが、まず、一つは、まち・ひと・しごと創生法という根本となる

法律が制定されているということが一つと、国、全都道府県及び全市町村で

人口ビジョンと総合戦略を策定すると、これは初めてだと思いますが、そう

いう仕組みになっているということと、三つ目は、国で50年後の人口目標を

設定した上で、人口ということを切り口に人の流れをつくって、地域の実情

に合った戦略を、知恵を出しなさいという仕組みになっているということと、

四つ目は、ＰＤＣＡを回す仕組みのためにＫＰＩという成果指標をコミット

させるという仕組みになっていることと、それをコミットした上で自由度の

高い交付金が出ているということが、今までの仕組みとの関係では一つの特

徴や違いになっていると思います。 

 一方で、先ほど西場議員から御指摘のあった２月４日付の日本経済新聞の

「経済教室」における片山元鳥取県知事の御指摘のような、過去の対策の検

証なく失敗を繰り返してはいけないよということや、国の率先垂範の姿勢、

例えば権限移譲とか、そういうのが大事だよということについては、私も一

定、同感するところがありますので、そういう懸念が現実にならないように
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しっかり取り組んでいただくことを期待したいというふうに思っております。 

 それから、性急にという点については、その是非について、私は両面ある

と思っています。行政は期限を区切ったほうが確実に対応をするし、競争は

あってもいいけれども、取り組むところとそうでないところで過度な格差が

生まれるということがあってはよくないので、こういう形で一斉に、なるべ

く多くの自治体がスピード感を持って取り組むという仕組みには一定の意味

があるというふうに思いますが、それは、ともすれば中身の深さに欠けると

いう面が出る可能性も否めないということにおいては、性急なというか、時

期についてはやや両面あるのかなというふうには思っています。いずれにし

ても大事なことは、しっかりともかくやると、政策の新味がどうこうという

ことよりも、その執行力で効果もしっかり上げていくと、危機感を共有して

しっかりやるということが大事であるというように考えておりますし、地域

の特色、課題ということについては、議員御指摘のとおりしっかり、三重県

ならでは、三重県の特色を踏まえた形でやっていきたいと思いますが、やは

り、一方で、これまでも答弁しておりますが、市町においてもしっかり取り

組んでいただくことになっておりますので、地域に存在する個々具体的な地

域資源を活用した処方箋については基礎自治体においてもしっかり中心と

なって取り組んでいただくことが期待されるというように思っております。

いずれにしましても県としては、県内市町としっかり連携をして、地域の実

情に応じた効果的な三重県らしい戦略をつくる、そういうことで取り組んで

いきたいというふうに思っております。 

   〔49番 西場信行議員登壇〕 

○49番（西場信行） ありがとうございました。 

 全国的な取組、あるいは人口ビジョンとも連動してと、今までにない取組

についての御説明をいただきましたし、また、地域の実情等も勘案して、知

事がよく言う現場力といいますか、そういうものを大事にしながら、先日は

現実的理想主義というのも聞かせてもらいましたが、そういう意味において

この地方創生を取り組むということでございますので、ぜひ今年の地方版計
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画にその内容を生かしてもらうことをお願いしておきたいと思います。 

 少し、時間がないので簡潔に個別のことをお聞きしたいと思いますが、一

つは、多気町周辺で今、地域振興の大きなプロジェクトが動いておりまして、

アクアイグニス多気という計画が、今、持ち上がっております。これは、以

前にも本会議のほうで少し内容が出たことがありますけれども、集客力は

400万人とも500万人とも言われ、また、雇用の場も1000人とも1500人とも言

われるような大きな取組、ただ、具体的な計画はまだ公表はされておりませ

んけれども、そうなってきたときに、今の高速道路からのスマートインター

チェンジ、直乗り入れの課題とか、さらには、県道からの入り込みのアクセ

スバイパスの整備というものがあります。 

 これが４年後に開園ということになりますと、平成30年開園ということで

の計画が進むとなりますとどう考えても、その道路整備、とりわけ県道整備

において、仮に500メートルぐらいをということになってきましても何億円

も10億円もかかるという中で、既存の県土整備部の道路改良交付金でこれを

対応するには10年も15年もかかってしまうというような代物のときに、これ

を対応していくのに従来型でないものをいかざるを得ないんですが、私はこ

の地方創生において、ソフト事業であってハードには使いにくいという話を

聞きます。 

 しかし、それは、地域の事情、あるいはプロジェクトの内容によってそれ

ぞれ特例があってしかるべきだろうと。まだ今回の補正の中にも、全国総額

で300億円のお金もあります。今後、三重県としての具体的な地域の要望を

聞く中で、そういうものに活用できるような方策を国のほうへ制度要求して

いっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 あわせて、もう一つお伺いします。 

 Ｇ８の今回の地方創生に向けての１億円予算も盛り込んでいただきました。

これは、従来にない、三重県としての大きな取組になろうかなと、こういう

ように思っております。三重県の魅力を発信していく上で大変重要なことで

ありますので、ぜひともこれの実現に向けて県民挙げて総力で取り組んで、
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その実現を見たいと、こういうように思うんですが、その計画書の概要を読

ませてもらいますと、一つは伊勢神宮というものにまつわる日本の精神文化

というものを発信してもらっております。それは共生であり、そして、共存

の価値観といいますか、そういうものを、日本の文化、そして、それが集約

されておる伊勢の文化を発信していこうということで、今、紛争やテロが起

こる世界の情勢の中で、この地が大変意義のある開催地になるんだろうと、

こういうように思っております。 

 もう一つは、女性のエンパワーメントについての書きぶりもございまして、

国連やＧ８においても女性の活躍を今後推進していくための取組、議論が行

われておるという意味において、この三重県には斎宮がございます。それか

ら、国史跡斎宮跡や、また、海女の文化、また、そして、吉田沙保里さんを

はじめとする女性の活躍もあります。こういうものをひとつ売り出していっ

て、三重県の新たな文化の発信、地域の振興につなげていただきたいと、こ

ういうことを願っております。 

 そういう中で、あと、その結論が近くなってきたんですけれども、やはり

県民挙げてやっていただくために、私は一つの形として、今日は議長をはじ

め各議員の方々がおみえでございますので、三重県議会としてもサミット誘

致の決意を進めていくことが大変重要な時期に来ておるのではないかなと、

こういう要望もさせてもらいたいと思います。 

 あと１分になりましたが、少し回答をいただければお願いをいたします。 

○戦略企画部長（竹内 望） 国からの地方創生に関する交付金なんですけれ

ども、御指摘がありましたように1700億円全国であって、300億円の分が追

加という形になっておりますけれども、先行型の交付金については基本的に、

議員からお話がありましたように、ハード事業については対象外というふう

になっておりまして、移住なり、そういう政策を達成するためのソフトを中

心に交付金の対象とするというふうになっておりますので、なかなか道路等

については難しいのかなというふうに思っております。 

○雇用経済部長（廣田恵子） Ｇ８サミットというのは、3000人にも及ぶ世界
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のメディアの関係者が集結することが想定されております。伊勢志摩地域だ

けではなくて、全県挙げての対応が必要だと考えております。それで、三重

県にございます女性の活躍する地ということも含めまして、日本を代表する

歴史、文化、自然、食、産業というような様々な資源を世界に発信していき

たいというふうに考えております。とにかく、日本の縮図としての三重県を

全世界に伝えていきたいと、このように考えております。 

   〔49番 西場信行議員登壇〕 

○49番（西場信行） ありがとうございました。 

 少し議論も続けたいんですが時間が来ましたので終わらせてもらいますが、

戦略企画部長の言われましたハード事業についての取組は、ハード事業は難

しいとは言われておりますが、それが不可能という要領にはなっていないと

私は理解しておりまして、何とかこれから、全国からもいろいろな声があろ

うかと思いますので、それに向けて努力を続けていただくことを重ねてお願

い申し上げ、私の質問を以上で終わらせてもらいます。ありがとうございま

した。（拍手） 

○議長（永田正巳） 38番 日沖正信議員。 

   〔38番 日沖正信議員登壇・拍手〕 

○38番（日沖正信） 改めまして、おはようございます。いなべ市・員弁郡選

出の新政みえの日沖正信でございます。今回、一般質問の機会をいただきま

した。頑張ってやってまいりますので、よろしくお願いいたしたいというふ

うに思います。 

 ２月ももう終わりに差しかかってまいりまして、いよいよ梅の花がきれい

な時期になってこようかと思います。私も、いなべのほうでは藤原の梅林公

園が大変有名になってきておりまして、先日も新聞に出ておりましたけれど

も、池坊の未来にのこしたい日本の花風景100選に伊勢の宮川堤の桜ととも

に選ばれたということで、地元の者として大変名誉でうれしいなと思わせて

いただいております。さらに、今年５月19日には、その梅林公園周辺のコー

スがほとんど県道になるんですけれども、国際的な自転車ロードレースのツ
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アー・オブ・ジャパンのいなべステージが開催される予定になっておりまし

て、また、さらににぎやかになってまいりまして、大変多くの方々が集まる

ことを楽しみにさせていただいておるところでございます。聞くところによ

りますと、知事もパレードか何かでお越しいただけるのではないかというよ

うなことも漏れ聞こえさせていただいております。その前にクリアをしてい

ただくことがございますので、確かな結果を持って５月に参加をいただける

ように御激励を申し上げたいというふうに思います。どうかお越しいただく

のを楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたしたいというふうに思

います。 

 また、今、私たちも４月を目前に節目を控えまして、先輩、同僚の議員の

皆様方も大変お疲れの時期というふうに思います。私のこれからの１時間、

どうかごゆるりとリラックスもしていただきながらおつき合いをいただけれ

ばなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、質問を進めていきたいと思いますけれども、まずは戦後70周年

記念事業についてということでお聞きをさせていただきます。 

 太平洋戦争が終結しましてから、早いもので70年となりました。アメリカ

を中心とする連合国軍と熾烈をきわめた戦いが行われたさきの大戦において

は、民間人も含めて多くの命が犠牲となりました。日中戦争の犠牲者も含め

た数字では、軍人、軍属など230万人、戦闘に巻き込まれた方々や内地での

空襲による犠牲者など民間人が80万人、合わせて310万人もの邦人が亡くな

られたと言われています。また、第二次世界大戦における世界での犠牲者は

5000万人から8000万人とも言われておりまして、さきの大戦ははかり知れな

い多くの命を犠牲にした戦争でございました。命の重さが数量ではかられる

ような余りの数の多さです。 

 が、しかし、そこには一人ひとりのかけがえのない命があり、そして、そ

の犠牲者の数だけ、耐えがたい悲しみに暮れる妻や子、親や兄弟などの姿が

あったはずであります。私どもの家におきましても、実は父の一番上の兄が

昭和19年10月に海軍で戦死しておりますけれども、当時は恐らくほとんどの、
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どこのおうちにおかれましても、縁者の誰かは戦死されておられるような、

そんな時代ではなかったでしょうか。 

 我が国はその悲しい教訓から、二度と自らの戦争はしないことを憲法のも

とに誓い、平和な国づくりに努められてきており、先輩諸氏の努力のおかげ

で今の私たちはありがたい平和の恩恵を受けて、安心で幸福な社会に暮らさ

せていただいております。 

 しかし、その一方で、戦後、余りにも長い年月が経過し、世代も移り変

わっていく中で、あの悲惨な戦争をした事実がどんどん遠い昔となってまい

りまして、平和の尊さ、ありがたさを思う意識もだんだんと薄れていくこと

が懸念されます。戦後70年、70歳の方でも戦争を知らない世代という時代に

なり、日本における戦争の記憶というものは本当に遠いものとなってまいり

ました。さきの大戦で兵士として実際に戦争に参加された方々や、戦没者の

妻の方々は今や相当少なくなられましたし、父親を亡くされた遺児の方々で

も今や御高齢となってきておられます。 

 ここで資料の映像を少し見ていただきたいんですけれども、（パネルを示

す）ちょっと字が小さいですけれども、御関係の団体、三重県遺族会とか、

戦争で負傷されたり病気になられたりということの三重県傷痍軍人会、また、

実際に兵隊に行っておられて恩給をもらっておられる三重県軍恩連盟、そう

いう団体の今の状況というものを地域福祉課で調べていただきましたけれど

も、２番目の三重県傷痍軍人会は平成21年３月に、もう既に解散されておら

れます。もちろん御高齢だからということでございます。日本傷痍軍人会も

平成25年11月に解散されておられます。 

 また、三重県軍恩連盟も平成23年12月に解散されておられます。また、軍

恩連盟全国協議会のほうも平成23年12月に解散されておられます。 

 そして、三重県遺族会の方々も、映像を見ていただくように、年々少なく

なってきておられまして、平成27年、戦後70年では２万595人の方が会員と

いうことでございまして、どんどん減ってきております。中でも、今や、戦

没者の父母の方はもう全くおられない、そして、また、戦没者の妻という立
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場の方々も約1400人になってきておられるということで、本当にそのように、

身をもって戦争を知る世代の方々が御高齢になってきておられるようなこと

でございます。 

 そんな中で、代表質問で我が会派の北川議員、そして、議案質疑で中村進

一議員が口をそろえて述べられましたように、10年ごとの節目の事業におい

て戦争の体験を語っていただき、それを記録していくというようなことにな

りますと、この70周年が最後の節目になることも考えられますことから、来

年度の記念事業は、戦争の悲惨な現実や平和の尊さをしっかりと次世代へ伝

えていくために、これまでにも増して重大な年の事業でありまして、70年の

節目にふさわしく、将来に向けて意義のあるものになることを願うものでご

ざいます。この事業は、予算の額においては726万円という規模の小さい事

業ではありますけれども、私は来年度事業の中で最も大事な事業の一つであ

ると思っておりまして、丁寧に、慎重に取り組んでいただいて、確実な成果

を残していただけるように期待をいたしておるところでございます。 

 そのような思いから、今回の記念事業を取り上げまして、何点かお聞きさ

せていただきますけれども、まず、この70周年記念事業は、戦争の実態、悲

惨さの理解を通じて、未来を担う若い世代をはじめとする多くの県民の皆さ

んに平和の尊さと大切さを考えていただく機会として、そして、また、それ

を次世代へ引き継ぐために実施されようとしておられます。知事は過去の歴

史の事実を振り返るときに、戦争というものをどういうものと捉えておられ

るか、また、平和が受け継がれていくために、子や孫の世代にどのような思

いを伝えていきたいと思われるか、お伺いいたしたいというふうに思います。 

 知事は年齢が大変お若い方でございますので、戦争の時代から相当離れた

世代でございます。そのような世代ならではの捉え方とか感じ方もあるのか

しれません。そういうものも含めながら一度お聞かせいただけるならばあり

がたいなというふうに思わせていただきます。 

 次に、この記念事業における戦争体験者の貴重な体験談などを記録して保

存するアーカイブ事業について伺いたいと思いますけれども、体験談につい
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ては何人かの語り部の方々に御協力をいただくように考えておられるようで

すが、戦争においてはいろんな立場の方々がそれぞれに御苦労された経験が

あるはずでございまして、例えば実際の戦場での体験のお話、シベリアで戦

後も抑留されておられた方々のお話、また、空襲の体験とか、少年兵として

まだ幼い年齢で戦争に参加されたような方々もございます。様々な立場から

の体験を聞き取っていただくようにお願いをいたしたいと思いますが、いか

がかお答えいただきたいというふうに思います。 

 また、今回作成されるものが一過性に終わるのではなく、後世に末永く引

き継がれる貴重な資料として、いつでも誰でも触れることができ、後々にわ

たって生きた活用がなされていくように考えていただきたいと願いますが、

どのように取り組まれるかお聞かせいただきたいというふうに思います。 

 なお、これまでの50周年、60周年の記念事業において残されてきたものは

どのように活用されてきているのかもあわせて、ここでお聞きいたしたいと

いうふうに思います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 今回の70周年事業に当たってどういうような思いを伝え

ていきたいと考えているかということでございます。 

 私は、平和というのは、戦争や社会的な混乱などがなく、社会の秩序が穏

やかに保たれているというような状況であり、三重県が掲げる幸福実感日本

一の三重を実現するための大前提であると、これまでも申し上げてきており

ます。 

 さきの大戦では、三重県においても死傷者6500名を超える方々が被害に遭

われるという大変悲惨な実態がありました。このような戦争の悲惨な実態と

その教訓を風化させることなく、平和の尊さを次世代に語り継いでいくこと

が、今を生きる我々の使命ではないかと考えているところです。戦後70周年

という節目に当たり、そのような思いを持ち、記念事業に取り組んでまいり

ます。 
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 そして、今、議員から世代ならではということがありましたけれども、私

自身は、今40歳ですので、非常に年が離れているということはありますが、

我々の世代の今の特徴として、やはり子育て世代であるということなので、

まず、私たちが子どもたちと一緒に学んでいくという姿勢が大事であるとい

うこと。そして、僕らも離れているけれども、さらに私たちの子どもだと

もっと離れてしまうから、今の子どもたちにしっかり伝えなければならない

使命があるという意味での子育て世代としての重要な使命があるかなという

ふうに思っているのと、私個人的には、８月15日が誕生日でありますので、

これまでも申し上げておりますけれども、自分の誕生日には毎年そういう悲

惨な映像がテレビに流れてきているということに強い思いも持っております

ので、そういう部分についてもしっかりと伝えていけるような形で取り組ん

でまいりたいと思います。 

   〔竹内 望戦略企画部長登壇〕 

○戦略企画部長（竹内 望） 戦後70周年の記念事業の中でアーカイブの事業

について何点か御質問をいただきましたので、御答弁させていただきます。 

 まず、過去の記念事業の関係なんですけれども、戦後50周年の記念事業で

は、広く県民の方から募集いたしました体験文、これを『21世紀への伝言 

111人三重の語り部たち』として発刊をいたしまして、市町図書館のほか、

若い世代の方々にも読んでいただけるように県内の学校にも配付をしたとこ

ろでございます。 

 それから、60周年の記念事業では、50周年事業で発刊をいたしました体験

文集の中で10編を選択いたしましてＣＤを作成し、県内の図書館に配付する

とともに、戦争資料に関します展示パネルを作成いたしまして、平和に関す

るパネル展の開催などに活用をいたしております。また、ＣＤとパネルにつ

いては市町への貸し出し等々の活用もいたしております。 

 それで、今度の70周年記念事業のアーカイブなんですけれども、戦争体験

者の証言などを記録した映像を残すというふうにしております。実施に当た

りましては、議員のほうから御提言がありましたけれども、例えば戦地に赴
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かれた方、空襲による被害を受けられた方、それから、戦争により肉親を失

われた方、戦後の耐乏生活を経験された方など、様々な立場の方々を対象に

インタビューを行って証言を残していきたいというふうに考えております。 

 この映像の活用なんですけれども、県のホームページへの掲載、あるいは、

市町図書館、学校へのＤＶＤの配付や貸し出しなどによりまして、より多く

の方々にごらんをいただいて広く活用していくようにしていきたいというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

   〔38番 日沖正信議員登壇〕 

○38番（日沖正信） どうも丁寧に御答弁をいただきまして、本当にありがと

うございました。 

 知事からは、人としての純粋な思いの一端も含めて丁寧にお答えいただき

まして、本当にありがとうございました。８月15日がお誕生日ということで、

平和の申し子とでも言うべき方でございます。どうか県民の幸せと平和を守

るリーダーとしての立場ともちろんあわせて、先ほど知事が御自身でおっ

しゃいましたけれども、世代ならではの、子育て世代という、やっぱり自分

たちの子どもの将来、これを見据えながらの思いというもの、これをぜひ大

切にリーダーとしてお願いいたしたいというふうに思います。 

 また、記念事業の場ではしかるべき場で知事がしっかりと語られる場面も

あるんだというふうに思いますけれども、ぜひ、そういうこれからの子を持

つ親としての思いも含めて県民に伝えていっていただきたいというふうに思

います。 

 それと、アーカイブ事業を含め幾つかの事業を行っていただくわけでござ

いますけれども、ここで改めての再質問はいたしませんが、どうか本当に、

70年といいますと御関係の方々も御高齢でございます。なかなか80周年とな

るとどこまで何ができるかということがあるかと思いますので、この70周年

を大切にしていただきたいというふうに思います。 

 それと、私、この質問を今回取り上げさせていただいた思いというものを
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少し述べさせていただきたいんですけれども、このごろ、もちろん国会での

やりとりをここへ持ち込むつもりなど毛頭ございませんけれども、しかしな

がら、やはり今の国のほうの安全保障政策の中でいろんなことが起こってき

ております。特定秘密保護法の成立から武器輸出三原則の緩和、そして、集

団的自衛権の行使容認、政府開発援助による他国軍支援の容認、そして、最

近では、戦前、戦中の軍の暴走の反省からできたはずの文官統制の既定の廃

止という議論まで出てきておるような状況でございまして、これの賛否を力

説するつもりもございませんけれども、しかしながら、やはり今までとは

違って、明らかに戦争ができ得ることになるかもしれないという方向に行っ

ておることは、確かだというふうに思います。この国の政がどのような方向

に進むにせよ、戦争によって幾多の方々が犠牲になられたわけでございます

ので、その犠牲者の方々の授けてくだされた尊い教訓というものは決して、

いかになろうとも忘れてはならないと思いまして、あえてこの事業を質問に

取り上げさせていただきました。戦没者の方々をしのんで、恒久の平和を願

いながら、この質問はこれで終わらせていただきたいというふうに思います。 

 それでは、次の質問に行かせていただきたいと思いますけれども、「希望

がかなうみえ 子どもスマイルプラン」についてということで質問をさせて

いただきます。 

 少子化対策につきましては、平成26年度に引き続いて27年度においても重

点テーマと位置づけられ、三重県経営方針（最終案）（暫定版）にも明記さ

れておられるところでありまして、27年度においては、さらに、中期的な計

画として「希望がかなうみえ 子どもスマイルプラン」を策定され、今後５

年間に集中的に取り組む14の施策を重点的な取組として位置づけるとともに、

少子化対策のこれまでの取組をより一層加速させるとされておられます。 

 今さら改めて申し上げるまでもないことですけれども、少子化が社会全体

の様々な局面においてはかり知れない大きな影響を与えることは間違いない

ことでありまして、私たちは、将来世代のためによりよい社会を築いていく

ためには、この問題を深刻に捉えてしっかりと向き合い、強い意思のもとに
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諦めずに粘り強く取り組んでいかなければなりません。今後さらに取組が進

んでいく中で、ぜひ少しずつでも県民が実感できる成果を期待いたしたいと

ころでございます。 

 今後さらに取組が進んでまいります中でぜひ効果を上げていただきたい、

こういうふうな思いの中から幾つか聞かせていただきたいというふうに思い

ます。まず、１点目は、平成26年度においては、三重県地域少子化対策強化

計画を策定しまして、「みえ出逢いたい・産みたい・育てたいスイッチ」を

キャッチフレーズに、ライフステージごとの切れ目のない支援を行ってこら

れていますけれども、今年度の成果として挙げられることはどのようなこと

があるのか、また、新年度からの計画は、平成26年度の三重県地域少子化対

策強化計画を基本的には踏襲し、それをさらに充実させたものと見させてい

ただいておりますけれども、26年度の事業の成果や検証を、27年度からの新

たな計画にどのように反映されておられるのか、お聞かせをいただきたいと

いうふうに思います。 

 また、次に、県の合計特殊出生率を、おおむね10年後を目途に1.8％台に

引き上げるという総合目標に関してでございますけれども、出生率を目標値

に置くことは産めよ増やせよの機運を助長しかねないというデリケートなと

ころもあり、知事としても目標を据えるに当たってはいろんな意見を聞かれ

ながら慎重に検討されてこられたようでございますけれども、結果、出生率

を目標に掲げることになったのはどういうお考えに至ってのことか、その辺

の思いを改めてお聞かせ願いたいというふうに思います。 

 また、10年後の出生率が1.8％台になることを目指した10年後の社会とい

うものはどのようになっている社会なのか、その社会像につきましてもお答

えをいただきたいというふうに思います。 

 また、さらに、スマイルプランにおける若者の雇用対策について伺います

けれども、少子化対策を進める上で、それぞれのライフステージでの取組が

ありますけれども、特に就職と結婚のステージがキーになると考えておりま

すので、若者の経済的な不安の要因を解消するために、若者の雇用対策を進
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めることが重要であると思います。中でも非正規雇用から正規雇用への対策

が特に課題となっているところでありまして、改めてこの課題をどう認識し、

今後子どもスマイルプランにおいてどのように進めていこうとされておられ

るのか、お聞かせをいただきたいというふうに思います。 

 以上、三つほどのポイントがございましたけれども、よろしくお願いいた

します。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 私のほうからは子どもスマイルプランの総合目標の設定

について答弁したいと思いますが、10年後の社会像ということもありました

が、その総合目標の設定に当たって目指すべき社会像の議論もいたしました

ので、それも含めて答弁させていただきたいと思います。 

 県では引き続き少子化対策を重点テーマとし、これまでの取組をより一層

加速させるため、少子化対策推進県民会議における御議論を踏まえ、来年度

から５年間の計画である「希望がかなうみえ 子どもスマイルプラン」の最

終案を策定しました。 

 県民会議の計画策定部会では、先ほども申し上げた総合目標の設定の前に、

まず、おおむね10年後の目指すべき社会像について、もちろんこれは少子化

や子育ての関係ということでありますけれども、それについて検討が行われ

まして、「結婚・妊娠・子育てなどの希望がかない、すべての子どもが豊か

に育つことができる三重」とされました。また、この目指すべき社会像は、

結婚を希望する人が結婚したいときに結婚でき、子どもを産みたい人が産み

たいときに安心して子どもを産み育てることができ、全ての子どもが、障が

いの有無や生まれ育った家庭環境にかかわらず、豊かに育つことができる環

境整備が進んでいる状況をあらわすものとされています。 

 また、目指すべき社会像の実現に向けては、県はもとより、子育て、医療、

教育等の関係機関や団体、企業、市町等の協力を得ながら取組を進めること

が必要とされました。 

 さらに、取組を進める上での前提や約束事となる計画推進の原則を定める
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ことが必要とされ、子どもの最善の利益を尊重する、家族形成は当事者の判

断が最優先される、人や企業、地域社会の意識を変える、家族の特性に応じ

てきめ細かに支援する、子どもの育ち、子育て家庭を地域社会で支えるの五

つが設定されました。 

 このように、数値目標の前に、まず、みんなが共有するべき原則というも

のを議論させていただきました。その上で、目標につきましては、目指すべ

き社会像や計画推進の原則を踏まえ、設定の必要性を含め、時間をかけて

しっかりと御議論をいただきました。 

 部会では、合計特殊出生率や出生数などに関する数値目標を設定すること

については、女性へのプレッシャーになるおそれがあるといった慎重な御意

見も出ました。しかし、少子化対策は長期にわたり計画的に進める必要があ

ることから、ＰＤＣＡサイクルを回し、取組の進捗状況や達成度合いを見え

る化する必要があること、適切な事業を実施していくためにも、少子化対策

に必要な予算を確保していく必要があること、既に多くの道府県で数値目標

を設定していることなどから、あくまで行政が目指すべきものとしての数値

目標ということを大前提としてではございますけれども、そういうものを掲

げていく必要があるということで、委員の皆さんの意見が一致しました。 

 また、計画全体を包含する総合目標については、目指すべき社会像を踏ま

えて二つの総合目標を設定することとされました。このうち、結婚、妊娠、

子育てなどの希望がかなうに着目した目標については、県の合計特殊出生率

を、おおむね10年後をめどに、県民の皆さんの結婚や出産の希望がかなう水

準である1.8台まで引き上げるとしたところです。希望がかなうとは、結婚

をしたい人が結婚でき、子どもを産みたい人が理想の数の子どもを持つこと

ができることであり、みえ県民意識調査により把握した、結婚を希望する未

婚の方の割合や理想の子どもの数などにより試算した結果をもとに目標値を

算出しております。 

 この総合目標には、出会いたい、産みたい、育てたいの希望がかない、子

どもたちの笑顔や子育ての喜びあふれる地域社会づくりを目指して取り組ん
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でいくという行政としての思いを込めています。結婚や妊娠、出産などにつ

いては個人の考え方や価値観が尊重されることが大前提であり、先ほどの家

族形成は当事者の判断が最優先されるという計画推進の原則も十分に踏まえ

た上で、目指すべき社会像の実現に向けてしっかりと取り組んでまいりたい

と考えておるところであります。 

   〔廣田恵子雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（廣田恵子） 私のほうからは、若者の雇用対策について御答

弁をいたします。 

 第３回みえ県民意識調査結果では、20歳代から40歳代の未婚者のうち、男

女とも世帯の年収が増えるほど、いずれ結婚するつもりと答えた方の割合が

高くなっており、経済的な基盤と結婚の関係が浮き彫りになっております。 

 このように、結婚するためには安定的な収入を得ることが一つの要因であ

るにもかかわらず、国の調査によりますと、25歳から34歳の若者の非正規雇

用、全国の数字でございますが、平成15年度が21.5％、平成20年度が25.6％、

平成25年度は27.4％と増加傾向にあります。 

 このため県では、三重労働局等と連携し、アスト津におしごと広場みえを

設置し、若者の正規雇用に向け、相談業務や模擬面接などの就労支援を行っ

ているところです。 

 本年度は、若者の正規雇用を目指して、就職先が未定のまま大学を卒業し

た若者をはじめとした若年求職者を対象に、座学と企業実習を組み合わせた

約４カ月の研修を実施しました。その結果、75.3％の若者が就職し、そのう

ち約９割が正規雇用となりました。このように、就職率、正規雇用率ともに

一定の成果が得られたと受けとめておりますが、さらに改善を重ねて、平成

27年度においてもこの研修を実施し、若者の正規雇用に取り組んでいきたい

と考えております。 

 また、三重労働局と連携し、非正規雇用労働者の正社員転換のため、経済

団体に対し非正規労働の現状と課題を説明し、正社員の雇用拡大について要

請を行ったところでございます。 
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 平成27年度は、新たに若年者正規雇用安定事業に取り組み、正規雇用を目

指す若者を対象に、１カ月程度の社会人としての基礎等の研修や、企業と若

者向けには正規雇用の重要性に関するセミナーを実施したいと考えておりま

す。 

 また、若者が中小企業の魅力を理解できるように、インターネットでの企

業情報を発信したり、企業と若者の交流の場を設けるなどして相互理解を深

め、離職やその後の不安定就労につながるミスマッチを防いでいきたいと考

えております。 

 これらの正規雇用への取組により、結婚を希望する若者が安定した経済基

盤を確保し、経済的な要因で結婚をちゅうちょすることがないような状況を

目指していきたいと考えております。 

   〔西城昭二健康福祉部子ども・家庭局長登壇〕 

○健康福祉部子ども・家庭局長（西城昭二） 少子化対策につきまして、昨年

度の取組の成果を踏まえた来年度以降の子どもスマイルプランへの反映につ

いてお答えいたします。 

 少子化対策につきましては、昨年２月に策定をいたしました三重県地域少

子化対策強化計画に基づきまして、ライフステージごとに切れ目のない取組

を進めているところです。そうした中で、これまで手薄であった取組にも新

たに着手をいたしまして、中高生を対象とした、妊娠、出産に関する医学的

に正しい知識を伝えるライフプラン教育の推進、昨年12月に開設をいたしま

したみえ出逢いサポートセンターによる、結婚を望む人に向けた出会いの場

の情報提供、保険診療の対象とならない男性の不妊治療や不育症治療への助

成、妊娠、出産から育児に至るまで切れ目のないサービスを提供できるよう

に、市町において必要な援助を関係機関と調整するコーディネーターの育成、

第２子以降の出生動向にも影響を与えるとされる男性の育児参画の推進など

に取り組んでいるところでございます。 

 来年度からのみえ子どもスマイルプランにおきましては、こうした今年度

の取組をさらに深め、加速させたいというふうに考えておりまして、ライフ
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プラン教育の対象を、現在の中高生だけではなく、大学生や学卒後の若者に

も広げ、仕事上のキャリアプランもあわせて考える機会を提供すること、結

婚支援フォーラムの開催を通じまして、結婚の意義やよさを認識していただ

くための啓発を行うこと、新たに一般不妊治療への助成を行うなど、不妊や

不育症に悩む御夫婦への支援を拡充すること、県にアドバイザーを設置いた

しまして、三重県独自の出産、育児の支援体制である出産・育児まるっとサ

ポートみえによりまして、県内どの地域におきましても妊産婦やその御家族

が必要なサービスを受けることができるように、市町の実情に応じた取組の

推進を図ること、豊かな自然環境の中で行う親子キャンプの実施など、男性

が子どもの生き抜く力を育む子育てに積極的にかかわることができるように

することなどに取り組むこととしております。 

 また、市町ほか様々な団体から多くの御要望をいただきました放課後児童

クラブ対策につきまして、国への積極的な働きかけが実を結び、小規模なク

ラブへの補助を拡充するとともに、県単独のひとり親家庭の利用料補助制度

を創設するなど、支援を拡充することとしております。 

 少子化対策を長期にわたり効果的に推進するためには、多様な主体と連携

を図るとともに、ＰＤＣＡサイクルを回し、取組の検証と改善を行うことが

重要だと考えておりまして、来年度には三重県少子化対策推進県民会議に計

画推進部会を設置いたしまして、プランの進捗状況を県民の皆様にわかりや

すくお伝えしてまいりたいと考えております。 

   〔38番 日沖正信議員登壇〕 

○38番（日沖正信） 御答弁いただきましてありがとうございました。 

 1.8％台という総合目標については、これも知事に丁寧に御答弁いただき

ましてわかりました。部会でもいろんな議論をしていただいた上でそういう

設定をされた、もちろん個人の価値観というものも片や大切にしながらいろ

んな議論のもとに決められたということでございますけれども、この深刻な

課題に、問題に向き合う知事の強い意思も込められているというふうに理解

をさせていただきます。「希望がかなうみえ 子どもスマイルプラン」に基
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づいてしっかりと、飛躍的にとまではいかないでしょうけれども、着実に一

歩一歩でも成果を上げていっていただきたいなというふうに思っております。 

 時間がだんだんと迫ってきますので、一つだけ改めて雇用経済部に聞かせ

ていただきたいんですけれども、やっぱり、先ほどの答弁にもございました

ように、非正規雇用などの不安定な若い方々の雇用形態、その分、経済的に

格差が生まれて、結婚しようかというような将来設計が、将来に向かう気持

ちがなかなか生まれてこないというところは、もうみんながこれ、今、共有

しておるところでございます。今、大手の製造業ですとたくさんの正規の

方々を雇用されておる現状がございますけれども、行政が手出しできる、何

か指導ができる、直接訴えかけるということは難しいのが事実でございます。

おしごと広場みえではその辺を何とか、中小企業でも正規雇用されて立派な

いい企業もたくさんあられますので、そういう方向に導いていただいている

んだろうと思いますけれども、いろいろ数字を見せていただきますと、やっ

ぱり学生の新規で雇用される方々は比較的、ほとんど正規雇用でおしごと広

場みえでもつなげていただいておるんですが、一旦離職されたりとか、卒業

してから非正規雇用でずっと正規雇用につけずにこられた方の就職の相談を

受けたとか、そういう中途の方々というのはなかなか正規雇用に結びつける

ことができていない。悩ましいところだと思いますが、そこのところで、何

かもっと効果的に、こんなことを考えておるとか、こんなことができるん

じゃないかというふうに取り組んでおるとかあれば、あえてもう一度お聞か

せいただきたいと思いますけれども、お願いします。 

○雇用経済部長（廣田恵子） 既におしごと広場みえに相談にいらっしゃる方

自身が割と早く仕事をやめてしまったという方も多いというふうに認識して

おります。ですので、非正規雇用の人が正規雇用というのはなかなか難しい

というふうに、企業のほうから見るとそういう関係があるかもわかりません

けれども、企業側に、正規雇用することによるとこんなにメリットがあるみ

たいなことも、小さな企業へ雇用経済部からこれからもどんどん丁寧に伝え

ていくようなことも来年度からは考えておりますので、そのような方法で何



 －288－

とか非正規雇用を正規雇用へということで努力をしていきたいというふうに

考えております。 

   〔38番 日沖正信議員登壇〕 

○38番（日沖正信） どうもありがとうございました。 

 この質問はこれで終了しますけれども、少子化対策、本当に私たちの社会

に重要な課題でございますので、我々も一生懸命、県の方向性に沿いながら、

ともに取り組んでいきたいと思っておりますので、これからもよろしくお取

り組みいただきますように、よろしくお願いいたしたいというふうに思いま

す。 

 続きまして、次の質問に入らせていただきますけれども、相当、また今回

も時間が足らなくなってまいりましたので、原稿を追って発言しておると時

間がなくなってまいりますので、かいつまんでここからは話させていただき

ますけれども、東海環状自動車道の機能を生かした三重県の産業振興の取組

についてということで発言通告を出させていただいております。 

 東海環状自動車道ですけれども、いよいよ平成27年度に東員インターチェ

ンジが開通することになっておりますし、また、続いて平成30年度には大安

インターチェンジが開通する予定というふうに公表もされてきております。

いよいよ東海環状自動車道が利用できるのも目前となってまいりました。 

 パネルもここで出していただきたいんですけれども、（パネルを示す）東

海環状自動車道という道路、北のほうの端のほうで、いなべのほうで工事が

行われておりますので、余り北部のほうにお越しになる機会が少ない方々は、

話に聞いておるけれども、いなべのほうで何かバイパスが一本つくられてお

るのかいというような、そのぐらいの認識しかない方もひょっとしたらおあ

りかもしれませんので、今、映像に出していただいておりますように、名古

屋を中心として周辺30キロメートルから40キロメートルに位置する愛知県、

岐阜県、三重県の各都市を環状に結ぶ、中部経済圏が改めて一体となって、

日本のど真ん中で、一つの大きな、改めて経済圏が生まれてくる、そのため

の道路でございまして、三重県にとっても大変重要な道路であるはずでござ
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います。 

 ちょっと順番にお願いしますが、（パネルを示す）東員インターチェンジ、

これは１週間ぐらい前の状況ですけれども、いよいよ平成27年度に開通する

東員インターチェンジが今このような工事の状況でございますし、また、次

に、（パネルを示す）大安インターチェンジの付近も、もう既にこういう下

部工がどんどん、どんどんできていっております。そして、また、さらに北

のほうへ、岐阜方面へ行って、次、（パネルを示す）これがいなべ市内の北

勢町地内の、北勢インターチェンジに向かうあたりのところもどんどん、ど

んどんと工事が進んできております。 

 ちなみに、東海環状自動車道は新名神高速道路と四日市の北ジャンクショ

ンで結ばれますので、（パネルを示す）これは新名神高速道路ですけれども、

北ジャンクションのところから新名神高速道路が菰野のほうへ向かう、この

間もちょっと新聞に写真が出ていましたけれども、朝明川橋、新名神高速道

路もこんな工事が進んでおるところでございまして、参考に見ていただきま

したけれども、こういう、今、北部のほうでは状況になってきております。 

 この東海環状自動車道につきましては、今日もこの後、去年もそうやった

んですけれども、同じいなべの水谷隆議員が質問に立たれまして、この東海

環状自動車道の道路整備事業の状況については質問をされるということでご

ざいますので、そちらのほうは水谷議員に御期待を申し上げさせていただい

て、私は、ここで取り上げさせていただきますのは、大きな経済効果が見込

めるこの道路の機能を生かしての三重県の産業振興をどう取り組んでいくの

かということの視点からお聞かせをいただきたいというふうに思います。 

 まず、三重県への期待できる効果についてでありますけれども、三重県側

の区間を西回り区間といいますけれども、西回り区間の完成によりまして、

三重県内においては新名神高速道路と相乗効果を生みながら、産業の創出や

雇用の拡大、観光交流、農産物の流通など広い分野に効果が及ぶものと考え

られますけれども、県では東海環状自動車道の開通による効果をどのように

認識されておられるのか聞かせていただきたいというふうに思います。 
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 また、あわせて、三重県内では年2030億円ほどの生産額の増大の効果があ

るという、これは岐阜県による試算もあるところなんですけれども、三重県

においてその経済効果にかかわる何かの試算をされておられるものがあるな

らば、あわせてお示しをいただきたいというふうに思います。 

 愛知県や岐阜県ほど、愛知県側の東回りの区間は御承知のように既に完成

しておるわけなんですけれども、愛知県や岐阜県はもう早い段階からいろん

な調査もしながら戦略的に産業振興に取り組んできておられたような経緯も

ありますので、ぜひ三重県も早い段階からその機能を生かした産業振興への

戦略的な取組をしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたし

たいというふうに思います。 

 それとあわせて、やはりこれからこういう道路ができてきますと、いろん

な面で、隣の県との連携というものも不可欠になってくると思います。競争

によって自分のところの県だけがよくなっていけば、発展していけばという

ことだけではなしに、やっぱり隣同士なり、また、東海３県の連携による相

乗効果というものは当然あるわけでございますので、この中部圏域の中でお

互いが役割を果たして大きな発展を遂げていくように、やはり隣県との連携

というものは大事でございます。既に平成25年から雇用経済部が岐阜県と産

業連携推進チームというものを設置していただいて取り組んでいただいてご

ざいますので、ぜひその産業連携推進チームのこれまでの活動も御披露いた

だきながら、これからどう取り組んでいっていただけるのかもお聞かせをい

ただきたいというふうに思います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 東海環状自動車道全線開通を見据えた、期待される効果、

県内産業の振興、それから、隣県との連携、それから、その中においては産

業連携推進チームのこれまでの取組などについて答弁させていただきたいと

思います。 

 東海環状自動車道西回りルートが開通すれば、新たな工場や物流拠点の進
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出をはじめ、中部国際空港や四日市港へのアクセスの向上、日本海側との物

流の効率化が図られるとともに、平成30年度に三重県区間が全線供用される

予定の新名神高速道路の効果も相まって、三重県の立地優位性は格段に向上

すると考えております。 

 例えば、最近の北勢地域での新規立地案件においても、東海環状自動車道

の全線開通に伴い、物流、人流面での利便性が大きく向上することが、立地

決定の重要な要素となっております。また、沿線地域に立地済みの企業の皆

様からも、物流が大変スムーズになる、経済圏が拡張し、企業立地の促進や

取引範囲の拡大などにつながるなどの声をいただいているところであり、県

内企業の操業環境の向上にもつながるものと考えております。 

 この東海環状自動車道西回り、東海環状自動車道を活用した産業振興につ

きましては、三重県の産業集積の強みを踏まえ、四日市港や四日市コンビ

ナートと後背地の連携も含めた北勢地域全体の産業振興戦略を、「みえ産業

振興戦略」アドバイザリーボードの分科会において、来年度というか、平成

27年度早々にも分科会を設置して、中長期的な視点からの検討をしてまいり

たいと考えております。 

 また、先ほど議員から御指摘があった経済効果などは少し手元に数値があ

りませんけれども、まだ三重県においては、三重県でどれぐらいの効果とい

うのを試算していないのではないかと考えております。 

 各種広域連携についてでありますけれども、まず、岐阜県との連携につき

ましては、平成24年に岐阜県知事と私で懇談したことを契機に、医療・福祉

機器分野での連携が進んでおりまして、共同研究であるとか、相互出展であ

るとか、あるいは連携協議会であるとか、そういう取組をさせていただいて

おりますし、また、航空宇宙分野におきましては、人材育成において、岐阜

県にある専門機関と連携した人材育成や、本県の海外とのネットワークを活

用した専門機関からの講師招聘、あるいは、航空機関連企業との商談会の開

催など、こういう相互の強みを生かした取組を現在進めることとしております。 

 先ほど議員からも御紹介がありました、両県職員で構成します岐阜県・三
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重県産業連携推進チームについては、その沿線地域の地場産業、観光施設の

企業訪問や意見交換会を重ね、相互理解を進めてきました。その具体的な取

組としまして、例えば、今月20日から22日まで、岐阜県、沿線市町及びイオ

ンリテール株式会社と連携し、イオンモール東員において西美濃・北伊勢

フェアを開催し、東海環状自動車道沿線の魅力をＰＲしたところであります。

それは、３日間で合計５万4243名の方、みえ旅パスポートも908冊発給でき

るなど、大きな効果があったというふうに認識をしております。 

 また、観光面においては岐阜県を含めた広域の連携が必要であるというよ

うに思っております。特に、平成27年３月、北陸新幹線が金沢、富山から長

野間を開業しますので、近年増加する小松空港、富山空港から来日する台湾、

中国からの外国人旅行者が東京へ向かってしまうというピンチにもなり得る

ところでありますが、逆に、北陸エリアへの観光誘客効果を、東海北陸自動

車道や東海環状自動車道を活用し、中部圏全体、ひいては三重県南部まで波

及させることができる大きなチャンスにもなると考えておりますので、現在

も取り組んでおりますが、中部北陸９県による昇龍道プロジェクトを展開し、

インバウンドの推進にも取り組んでまいりたいというふうに思っておるとこ

ろであります。 

   〔38番 日沖正信議員登壇〕 

○38番（日沖正信） 知事自ら全て御答弁をいただきまして、本当にありがと

うございました。 

 この東海環状自動車道の効果、期待については、確かに将来を見据えなが

ら取り組んでいただけるように期待をさせていただく次第でございます。な

かなか三重県というところは、何期か県議会議員をさせていただいています

けれども、私の何か先入観かわかりませんけれども、やっぱり観光というと

ころが売りのところもあるので、南部のほうにいろんなイベントとかの意識

とかが向きがちな感じがあるなというふうに思いながら来ておるんですけれ

ども、この東海環状自動車道とか、また、もちろん新名神高速道路が通れば

さらにでございますけれども、本当に三重県の経済に優位性をもたらすイン
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フラでございますので、ぜひこの機能を最大限に活用する産業振興なり、ま

た、いろいろなかかわる政策を進めていっていただきたいと思います。 

 ただ、経済効果などの試算がまだ、もういよいよ東員インターチェンジが

開通する目前の時期でございますけれども、そういうものがないというよう

なふうにお聞きしました。岐阜県なんかは、三重県の、先ほど紹介しました

けれども、年に2030億円の生産増の効果があるという試算を親切に、岐阜県

が自分のところを試算された中で三重県の数字も出していただいて披露して

もらっておるんですよね。三重県はまだそういうものがないと、何となく心

もとないふうに、確かに申しわけない、思わせていただくところでございま

して、よくこのごろ加速度的にという言葉を場面場面で使いますけど、ぜひ

このインフラを生かした産業振興政策をしっかりと加速度的に進めていただ

けるようにお願いをいたしたいというふうに思います。 

 少しまだ聞きたいところもあるんですけれども、もう時間でございますの

で、もう一つありますので、これでこの質問は終わらせていただいて、次に

入らせていただきたいというふうに思います。 

 次は、自然災害を未然に防止するための治山事業の取組についてというこ

とでございますけれども、近年の気候変動によりまして台風や豪雨による自

然災害が激化しております中で、県内の多くの河川において土砂の流出、堆

積が著しいことから、洪水などの被害から県民の皆さんの生命、財産を守る

ために、現在、施設の整備や改修、維持管理などを行っていただいておりま

して、自然災害から被害を軽減させる取組をしていただいているところでご

ざいます。 

 県はみえ県民力ビジョン・行動計画におきまして、治山治水、海岸保全の

推進の施策を明確に設けていただいておりまして、その中で、河川への対応

についても、河川改修や砂防施設等の整備のみならず、特に地域からの要望

が多い堆積土砂の撤去についても精力的に取り組んでいただいており、洪水

時の流下能力の確保を図ることで洪水による災害の防止対策を行っていただ

いており、県民の安心につなげていただいているところでございます。 
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 しかしながら、一方で、同じように土砂流出を防ぐことにつながる事業で

ございましても、農林水産部が所管いたします治山事業については、その役

割に同じ観点、同じ認識に立った対応がなされていないように私はかねてか

ら感じさせていただいてまいりました。現に市町からの要望が多い小規模治

山事業は、余りにも予算規模が小さいために、毎年ごく一部しか応えられな

い状況にあるようで、特に近年は、何とかもう少し対応を考えてもらえない

ものかと、市町の現場から嘆願の声も聞かれる状況であります。 

 河川というものは言うまでもなく、山合いより流れ出て海へ至る、山から

海まで一体のものでありまして、河川へ流れ出る土砂もまずは山合いの山肌

や谷合いから始まるものであります。河川災害を未然に防ぐためには、予防

策と復旧対策を含めて、発生源の対策も必要であることは言うに及びません。

特に、崖崩れや山合いの土砂流出などの被害が大きくなる前に、小規模治山

事業によって細かく各所で予防対策を施しておくことは、後々、河川災害の

減災効果を生みます。 

 このようなことからお聞きいたしますけれども、自然災害への対策におい

て、いま一度、治山事業というものの役割、重要性を改めて見直していただ

きまして、県土整備部の治水の事業と農林水産部の治山の事業が真に一体と

なって、土砂災害、洪水災害防止のための相乗効果を上げていただきますよ

うに、事業の組み立て方や予算の配分のあり方なども含めて検討いただくこ

とを要望いたしますけれども、来年度の治山事業はどのように考えられてい

るかも含めて見解をお聞かせいただきたいというふうに思います。 

 それとあわせて、ちょっとここで触れさせていただいておきますけれども、

市町においては、余りにも小規模治山事業で対応していただける財源が限ら

れておって、今申し上げましたようになかなか当たってこないものですから、

それならば、みえ森と緑の県民税の使い方をもうちょっと緩和してもらって、

市町分の交付分は自由に充てさせていただくことができないかというような

強い意見もいただいております。もちろん、これは５カ年計画で使い道はも

う決まっておりまして、既存事業への転換などは縛られておるものですから、
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県としてはそれはだめですということになるんでしょうけれども、しかしな

がら、本来の税の目的であります災害に強い森林をつくるための活用となり

ますと、まさにこれは理にかなった本来の目的の一つになりますので、今後、

一度お含みおきをいただければなということを、これは回答をいただけない

でしょうけれども、お含みおきいただければなということを、これも添えて

おきたいというふうに思います。 

 先ほどの質問１点、よろしくお願いいたします。 

   〔橋爪彰男農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（橋爪彰男） 県単治山事業、特に小規模な治山事業について

の取組ということで、特に来年度以降ということでお尋ねいただきましたの

でお答えします。 

 治山事業では、自然災害から県民の皆さんの生命、財産を守ることを目的

としまして、山地災害等の復旧対策と予防対策、これをあわせて進めている

ところです。事業の実施に当たりましては、国庫補助事業の積極的な活用に

努めるということとあわせ、規模の小さいものについては県単治山事業によ

り整備を進めているところです。 

 来年度ですが、県単治山事業による復旧対策として平成26年度から実施し

ております治山施設県単災害復旧事業、これによりまして、被災した治山ダ

ム等の復旧整備を進めたいと思っておりますし、これとあわせまして、27年

度から新たに小規模緊急治山対策事業というのを創設しましたので、これに

より、人家等に近接するなど緊急に対応すべき山腹崩壊等の復旧整備を進め

たいと考えております。 

 加えまして、予防対策のほうですが、山地災害等の予防対策としまして、

こちらも平成27年度から新たに県単山地災害危険地対策事業というのを創設

しました。これにより、土砂崩れ等が発生するおそれのある、人家等に近接

する山地災害危険地区において対策を行うこととしたいと思っています。 

 平成27年度については、こういう新しい事業メニュー、これも活用しなが

ら、国庫補助事業、他の県単治山事業のメニューを総合的に活用しまして、
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県民の皆さんの安全で安心な暮らしの実現に努めていきたいというふうに考

えております。 

 なお、みえ森と緑の県民税の活用については、これまでも様々な御意見も

いただいております。県民税の導入の背景等もございますので、また、先般

の質問をいただいたときにもお答えしましたが、県民税についての評価委員

会というのも設置したところですので、様々な意見については御紹介しなが

ら検討してまいりたいというふうに思っております。 

   〔38番 日沖正信議員登壇〕 

○38番（日沖正信） ありがとうございました。 

 去年から、また、平成27年度からというものがありますけれども、特に人

家等に近接した箇所には新たな事業メニューも含めながら対応していくとい

うことのお話もいただきました。新たな事業を設けて取り組んでいただいて、

これからいくということも御報告をいただきましたので、ぜひ新年度から、

さらに少しでも地域の願いに応えられるように取り組んでいただくことをお

願いしたいというふうに思っております。一つ要望ですけれども、時間です

ので要望だけ一つ申し上げますけれども、予算にはシーリングもかかってお

りますし、限られた予算の中で十分に応えるということはできないかもしれ

ません。しかしながら、小規模治山の部分は、確かに、余りにもちょっと応

え切れていないと、要望の数がたまっていくばかりだというふうなところが

ございますので、ぜひ、一度ちょっと要望を聞いたまま、そのまま何年も何

年もということになっていくのも、これもいかがかというふうに思いますの

で、受けておる要望は一度整理もしていただいて、整理をした上でどういう

ふうに対応していくかということを一度考えていただければなというふうに

思いますので、これは要望として添えさせていただきたいと思います。 

 時間でございますので、以上で終結させていただきます。どうもありがと

うございました。（拍手） 
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休          憩 

○議長（永田正巳） 暫時休憩いたします。 

午後０時３分休憩 

                                    

午後１時０分開議 

 

開          議 

○副議長（奥野英介） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

質          問 

○副議長（奥野英介） 県政に対する質問を継続いたします。37番 水谷 隆

議員。 

   〔37番 水谷 隆議員登壇・拍手〕 

○37番（水谷 隆） どうも、こんにちは。今日は、比較的親しくされており

ます奥野副議長の采配で質問をさせていただけるということは非常に光栄に

思います。特に、私が質問をしておる場合に議長席に座っておみえになりま

すので、恐らくやじは飛ばないというふうに思いますので、安心して１時間、

質問をさせていただきたいなと、このように思います。 

 発言通告にのっとりまして５項目の質問をさせていただきますけれども、

余り時間がないかもしれませんけれども淡々とさせていただきますので、よ

ろしくお願いを申し上げます。 

 人口減少対策ということで、この一般質問に入りましてもいろいろ皆さん

方から、地方創生とか人口減少対策とか、いろいろ言ってみえますけれども、

私もいろいろ、新聞とかいろんな資料を見ていまして、地方創生というのが

非常にいろんなところで出てくるわけですよね。その中で、先日もある女性

議員が地方創生って何なのかなというようなこともおっしゃっておりました

し、また、新聞等でも見てみますと、地方創生、何が狙いというようなこと

も書かれております。その中で、やっぱり雇用を生み出し、人口減を歯どめ
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するというようところが必ず出てくるわけですよね。 

 それと、また、同じような、新聞でも、これは元総務大臣の増田さんが

言っているように、レポートでいろいろ書いてみえますけれども、やっぱり

人口減少、これが急減していると。その一つの主因としては、やっぱり東京

一極集中といったものを直していかなければならんだろうし、また、少子化

対策ということも真剣に取り組んでいかなければならんのであろうというよ

うなことをいろいろ言われております。 

 そういった中で、私も少し人口減少について、三重県としてどのように今

後対策を考えていくのかということを知事にお聞きしたいなというふうに思

います。 

 昨年末に政府は、日本の人口の現状と将来の姿を示し、今後目指すべき将

来の方向を提示するまち・ひと・しごと創生長期ビジョンを決定しました。

この長期ビジョンのサブタイトルは、「国民の『認識の共有』と『未来への

選択』を目指して」となっています。目次を見ますと「人口問題に対する基

本認識」とあり、二重丸で「国民の認識の共有が最も重要である。」という

ふうに述べられております。 

 人口減少局面に入りました。そこで、人口減少時代の到来について、私も

皆さんと認識を共有しながら質問をさせていただきたいなと、このように思

います。 

 まず、長期ビジョンを引用しながら、人口減少についてお話しします。 

 日本は人口減少時代に突入しております。人口減少は静かなる危機と呼ば

れるように、日々の生活においては実感できませんけれども、このまま続け

ば将来的に経済規模の縮小や生活水準の低下を招き、究極的には国としての

持続性すら危うくなるものであります。 

 日本の合計特殊出生率は1970年代に低下し、人口規模が長期的に維持され

る水準、人口置換水準と言われます。現在は2.07、を下回る状態が今日まで

約40年間続いています。ところが、少子化は進行しながら、総人口は増加を

続けてきました。これは、ベビーブーム世代という大きな人口の塊があるた
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め、出生率が下がったとしても出生数が大きく低下しなかったことと、平均

寿命が延び、死亡数の増加が抑制されたためであると言われております。し

かし、2008年には日本の総人口は減少局面に入り、そして、一旦人口が減少

し始めると、減少スピードは今後加速度的に高まっていくそうであります。 

 国立社会保障・人口問題研究所によると、2020年代初めは毎年60万人程度

の減少であるが、それが2040年代ごろには毎年100万人程度の減少スピード

にまで加速することになるということであります。 

 また、人口減少の状況は、地域によって大きく異なるそうであります。人

口減少は、第１段階、若年減少、そして、老年が増加すると、第２段階は、

若年減少、老年維持、そして微減、少し減っていくと、第３段階では、若年

減少し、老年も減少していくと、そういった経過を経て進行をしていくそう

であります。 

 東京都区部では第１段階でありますけれども、地方は既に第２、第３段階

に突入しております。2010年―2040年の間に、東京都区部などは６％の減少

に対して、人口５万人以下の地方都市は28％、過疎地域の市町村は約40％の

減少で、人口急減という事態が待ち受けておるわけでございます。 

 さて、人口減少は経済社会に対して大きな重荷となっています。人口減少

に伴う高齢化の結果、高齢化によって総人口の減少を上回る働き手の減少が

生じ、その結果、総人口の減少以上に経済規模を縮小させ、一人当たりの国

民所得を低下させるおそれがあります。経済規模が縮小し、一人当たりの国

民所得が低下するということは、やっぱり地方では地域経済社会の維持が重

大な局面を迎えることになると、こういうことであります。 

 このまま推移すると、2050年には現在の居住地域の６割以上が人口が半分

以下に減少し、２割の地域では無居住化すると推計されております。 

 社会減対策は言い方が悪いけれども、国内での人の奪い合いであると。こ

の対策では日本全体のパイは増えないので、やはり少子化対策が重要だと考

えております。 

 少子・高齢化が深刻化し、若く安価な労働力を確保するため、財界と政界
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の双方から移民の受け入れを求める声が上がっていますけれども、しかし、

欧州などの移民政策への評価が分かれており、若者の失業問題が深刻な日本

であえて移民政策を推進することへの疑問や反対意見も多く、日系人や一部

の専門職を除き、外国人労働者を積極的に受け入れることについては、政府

は慎重な姿勢を崩していません。 

 では、どうすればいいのでしょうか。やはり、元気な高齢者の活用が重要

ではないでしょうか。 

 そこで、知事にお伺いします。 

 人口減少社会への対策としては、まずは少子化対策や高齢者の活用が重要

だと考えますが、知事のお考えをお聞きしたい。 

 それから、また、冒頭申し上げたとおり、政府は国民の認識の共有が重要

であると言っております。では、三重県の人口減少に対する県民への認識の

共有は何か対策をお考えなのでしょうか。あわせてお伺いしたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） ２点御質問いただきました。 

 まずは、人口減少対策としての少子化対策や高齢者の活用についての考え

方でございます。 

 我が国が直面している人口減少社会では、少子化と高齢化が同時に、しか

も一定期間継続することが予想されています。そのうち、みえ子どもスマイ

ルプランで来年度から加速度的に取り組もうとしている少子化対策について

は、結婚する、子どもを持つということに対し、理想と現実のギャップを埋

めるための政策としており、結果として人口減少対策につなげていきたいと

考えております。 

 人口減少社会においては、総人口が減りながら高齢化が進むことから、社

会の活力を保ち、あるいは高めていくためには、高齢者が健康で、これまで

の人生経験や人脈などを生かして、社会の担い手として御活躍いただくこと

が大切になります。 
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 このような問題意識から、昨年８月に開催しました経営戦略会議において、

「県民が生涯輝き続ける三重」をテーマに、就労、子育て支援、地域活動等

の場面における高齢者の活用について議論していただきました。既に一部、

平成27年度当初予算における子育て支援での祖父母世代の活躍のための研修

に関する費用を盛り込んだりもしておりますが、今後も総合戦略を具体化し

ていく中で、その内容について、高齢者の様々な場面での活躍や健康づくり

も含め、検討を進めていきたいと考えております。 

 続きまして、人口減少問題に対する県民との認識共有であります。 

 人口減少問題の克服には、まず何よりも県民が人口減少問題の現状を正し

く理解した上で危機感を共有し、英知を結集して対策を策定、実行していく

必要があります。 

 また、先ほど水谷議員もおっしゃっていただきましたとおり、国も基本認

識の中で国民の認識の共有が最も重要であると述べています。 

 そのため、今回の地方創生においては、人口の動向と将来展望から成る人

口ビジョンと、それを踏まえた対策である総合戦略を一体的に策定すること

としております。 

 県版の人口ビジョンでは、過去からの人口の動向を詳細に分析した上で、

人口の将来展望をお示しする予定ですが、その内容については、県民代表や、

いわゆる産官学金労言の代表等で構成する三重県地方創生会議（仮称）や市

町との意見交換会等を公開で開催することで、策定プロセスの節目節目にお

いて県民に情報提供するとともに、私が行っておりますみえの現場すごいや

んかトークの場などにおいても直接県民の皆さんに語りかけていくなど、多

様な機会を活用して人口減少問題に対する県民との認識の共有を図ってまい

ります。 

 いずれにしましても、地方創生は行政だけではなし得ず、多くの県民の皆

さんの力を結集しなければなし得ませんので、そこをしっかり肝に銘じ、県

民の皆さんへの説明などを丁寧に行っていくことを心がけてまいります。 

   〔37番 水谷 隆議員登壇〕 
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○37番（水谷 隆） どうもありがとうございました。 

 本当に、県民への認識の共有、これはやっぱり物すごく大事であると。特

に問題が問題だけにね。市町と県とのほうが、知事が行っていろいろ認識を

共有させていくと、こういうことをぜひやっていただきたいし、これ、県民、

国民もそうですけど、全員がそういう気持ちにならないと、人口減少社会を、

少子化対策においてもなかなか解決はしていかないのではなかろうかという

ふうに思いますので、ぜひとも、２期目に入りましたらぜひこれをなし遂げ

ていっていただきたいなというふうに思います。 

 次に、障がい者雇用について少しお聞きしたいなというふうに思います。 

 障がい者雇用というものは、昨年から障がい者雇用促進調査特別委員会も

つくっていろいろ議論もしてまいりました。私があえてこの質問をさせてい

ただくということは、やっぱり障がい者の皆さん方が自分たちの地域で、そ

して、健常者と同じように働くことができる、それで、また、スポーツも楽

しむというようなことができることが一番重要じゃなかろうかということを

踏まえて、特別委員会の委員長の意見書もありましたけれども、それを含め

て、さらに県としての力を発揮していただきたいということで質問をさせて

いただきたいと思います。 

 まず、障がい者雇用を取り巻く状況については、少し振り返ってみますと、

平成25年６月１日、三重労働局が発表した障害者雇用状況の集計結果では、

県内の雇用障害者数は過去最高となったものの、障害者実雇用率は1.60と、

都道府県の順位では全国最下位という大変残念な結果でありました。また、

それ以前にさかのぼっても障害者雇用率は低迷していた状況であり、本県に

おける障がい者雇用を取り巻く環境は、関係者の御努力にもかかわらず、大

変厳しい状況が続いているのではなかろうかというふうに思います。 

 このような状況を打破するため、県では平成25年11月、新たな試みとして、

知事と三重労働局長の連名で障害者雇用率改善プランを策定し、三重県全体

で障がい者雇用に取り組む体制の整備や地域に影響力のある企業への働きか

けを重点的に取り組むようにしてまいりました。 
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 県民総参加で障がい者雇用を推進する新たな仕組みとして、ステップアッ

プカフェの設置に向けた検討、準備も進めてこられました。このステップ

アップカフェ（Ｃｏｔｔｉ菜）は昨年12月24日にオープンをしたわけでござ

いまして、オープン当日、お店に私も足を運び、お店の明るい開放的な空間、

気軽に利用できるような暖かい色調のれんがを配置された木目調の優しい雰

囲気、障がい者のスタッフが働きやすいよう工夫されたという厨房は、非常

にいいお店ができたなという感がいたしました。また、障がい者スタッフが

生き生きと働く姿に接し、非常に感銘を受けたところであります。 

 今後ステップアップカフェ（Ｃｏｔｔｉ菜）が、障がい者の一般就労に向

けたステップアップの場、さらに、障がい者を取り巻く地域全体もステップ

アップする場となることを大いに期待しているところであります。 

 一方、県議会におきましては、障がい者雇用を取り巻く厳しい状況を踏ま

え、障がい者の雇用促進等について部局横断的に調査をすることを目的とし

て障がい者雇用促進調査特別委員会を設置して、障がい者の雇用実態の把握

について、そして、障がい者の継続就労について、さらに、障がい者雇用に

関するネットワークについての３点を重点項目として調査を行ってまいりま

した。 

 具体的には、県の各部局における障がい者雇用に関する取組の状況などに

ついて詳細な調査を行うとともに、県内調査として、障害者就業・生活支援

センターの就労支援の実態や、企業と障がい者就労支援事業所の協働による

施設外就労など、各地域で取り組まれている雇用支援の取組、三重労働局や

ハローワークにおける企業に対する就労支援の状況などについて、あわせて

調査をしていきました。 

 特にこの特別委員会は、委員長の強いリーダーシップのもとに、県議会議

員の全ての女性議員３名が加わっていただき、それの名前を、私は名づけて

ＳＫＯ53という名前をつけました。これはどういう名前かは御想像にお任せ

しますけれども、こういった女性の活躍、特にこの３名の県議会議員の活躍

というものはすさまじいものがありまして、この人たちによっていろいろま
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とめられたと言っても過言ではないと。今後もこの女性議員の御活躍を私も

心からお祈りしたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いをい

たします。 

 こういった中で昨年は、平成26年11月に三重労働局が発表した平成26年６

月１日現在の障害者実雇用率は前年度と比較して大きく改善し、全国平均に

は届かなかったものの、障害者雇用率改善プランの目標として掲げた1.70％

を超える1.79％ということで、順位も前年の最下位から大きく上げて全国33

位となったわけでございます。 

 もちろん障がい者雇用の推進において、障害者実雇用率の高低だけが全て

というわけではありませんけれども、このような障害者実雇用率の改善は、

障害者雇用率改善プランに基づき、県と三重労働局と企業などが連携して取

組をしてきた効果であるということで、本当にありがたく思っているわけで

ございます。 

 そして、次なるステップとして、新たな目標を掲げ、障害者雇用率改善プ

ラン2015が策定をされました。さらに一歩進めた展開を進めていくというこ

とですので、障がい者雇用の一層の促進を期待するところであります。 

 こうした県や三重労働局等関係機関の取組、そして、これまでの調査結果

などを踏まえ、障がい者雇用促進調査特別委員会は、先日の本会議で委員長

報告をさせていただいたとおりであります。 

 その中で、特に関係機関と役割分担をした中で、障がい者雇用の実態の把

握、分析や情報の共有を図り、効果的な対策を検討していくといった仕組み

づくりを関係機関と取り組まれたいということ、それから、２番目に、中小

企業などを中心に企業に対する情報提供を積極的に行うとともに、関係機関

と連携し、障がい者を支援する人材の育成や確保に取り組むなど、企業への

支援を充実させていくこと、３番目に、定着支援の充実と障がい者の継続就

労については、障害者就業・生活支援センターの取組をさらに充実したもの

とすること、４番目に、障がい者雇用の推進は関係各機関の連携のもと進め

ることが重要であることから、県が障がい者雇用に関するネットワークの中
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心を担うとともに、実務者レベルでの連携を促進していくことについて要望

をいたしました。 

 これらの要望について、県当局におかれましては、関係各部局が連携し、

取組を進めていただくと思いますけれども、中でも私は、一つ目、企業の障

がい者雇用の取組を支援する人材の育成を確保する、それから、二つ目、障

がい者の職場定着支援の強化、三つ目は企業を中心としたネットワークづく

りに取り組んでいくことが特に重要ではなかろうかというふうに考えており

ます。 

 そこで、このような取組について今後どのように進めていくのか、県当局

のお考えをお聞かせ願いたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたしま

す。 

   〔廣田恵子雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（廣田恵子） 障がい者雇用への取組についての御質問でござ

います。 

 議員におっしゃっていただきましたように、県と三重労働局が障害者雇用

率改善プランに取り組んできたことによって、平成26年の障がい者の雇用の

状況は大幅に改善したと考えています。こうした改善の流れをさらに加速し

ていくため、障害者雇用率改善プラン2015を平成26年11月に策定し、企業内

の人材育成支援、障がい者の職場定着支援、企業を中心としたネットワーク

づくりに重点的に取り組んでいるところでございます。 

 企業に対する人材育成支援、職場定着支援については、平成27年度から新

たに取り組む障がい者ステップアップ推進事業において、障がい者を受け入

れる現場のリーダーを対象に、障がい者の態様に応じた業務指導の方法など

を身につけていただく研修を実施したいと考えております。 

 また、障がい者の採用、育成指導、定着支援といった企業における障がい

者雇用のプロセスの構築について支援をしていきます。さらには、Ｃｏｔｔｉ

菜を企業の社員研修の場として活用し、障がい者の態様に応じた配慮や接し

方を学んでいくことによって、職場へ戻ってから障がい者と適切なコミュニ
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ケーションがとれるよう、ステップアップのための研修を実施します。 

 障がい者に対する職場定着支援については、平成27年度から新たに、障が

い者が企業で働くために必要なビジネスマナーや基礎的なスキルを身につけ

ていただくための講座を開催し、就労に向けて障がい者の方に自信を高めて

いただくとともに、それぞれの適性に応じた業務とのマッチングや実践的な

訓練を実施したいと考えております。 

 また、ハローワークや障害者職業センターなどの関係機関の担当者ととも

に、訓練中や、それから就労後に見出された課題解決を図るための検討会議

を定期的に開催していきたいというふうに考えております。 

 このように、障がい者が自信を持って働き続けていただけるよう、就労前

から就労後まで切れ目のない、きめ細やかな支援に取り組んでまいります。 

 企業を中心としたネットワークづくりについては、昨年11月に、障がい者

の就労を支援する関係機関、労働界、産業界、市町などで構成する三重県障

がい者雇用推進協議会においてその必要性の提案がありましたことから、立

ち上げを図っているところでございます。できるだけ早期に障がい者雇用推

進企業ネットワークを立ち上げ、企業間をつなぐ支援や、障がい者雇用に実

績のある企業、これを私たち、応援する企業というふうに呼んでおりますが、

それと、障がい者雇用を進めたい企業、これが応援される側の企業でござい

ますが、これらが連携する仕組みを構築して、障がい者雇用を進める上での

課題解決につながる企業間の情報交流をさらに活発化していきたいと考えて

おります。 

 このような取組により、障がい者が生き生きと働き、当たり前に働ける社

会の実現を目指してまいります。 

 以上でございます。 

   〔37番 水谷 隆議員登壇〕 

○37番（水谷 隆） どうもありがとうございました。 

 本当に廣田部長の答弁は非常にわかりやすく、中身の濃い答弁でありまし

て、ありがとうございます。 
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 本当に、障がい者は当然、それぞれの企業に雇用していただいて、そこで

定着をさせて育てていくということが非常に大事なんですよね。だから、私

も常に思っておるのは、県から企業にお願いするだけじゃなくて、先ほども

ありましたように、企業間でそういったものをお互いに、障がい者の方を地

域で働かせていかなければならんという使命感を持って、お互いに企業間で、

採用していただける企業が中心になってその地域の企業で広げていっていた

だくということになれば、非常にこれは力強いものになってくるというふう

に思いますので、そういったことをぜひ進めていただきたいなというふうに

思います。 

 幸い、いろいろなところで障がい者を支援していく施設等ができてきてお

ります。特に東員町においては、Ｃｏｔｔｉ菜によく似たくろがねもーちと

いう喫茶レストランができて、私もちょこちょこ行くんですけれども、熱心

に障がい者の方が働いてみえて、それを健常者の方が支えていくというよう

な仕組みができ上がりつつあります。 

 そして、先日も、東員町で障がい者の農園というものを４月からやってい

ただくということで、知事が立会人になってやっていただくということも発

表されましたし、いなべ市においても、プロジェクト大地というＢ型作業所

をやっている方が、近くの農園で障がい者の方に働いていただくというよう

なことも計画をされておりまして、少しずつ進んできております。そういっ

たことをぜひ支援していただきたいと思います。 

 私、ある新聞で一度読んだんですけれども、なぜ障がい者が生まれるのか

という記事が出ておりました。これ、遺伝でも何でもないんやと。要するに、

障がい者の方が存在するのは確率の問題であると。健常者は、その確率の中

で健常者として元気に働かせていただいておるということだから、正直なと

ころ、障がい者の方は犠牲になってみえるのかなという気がしました、その

新聞を読んで。 

 だから、特にそういった面におきましても、ぜひとも三重県が障がい者の

方にもっともっと支援をしていただいて、障害者実雇用率も上げると。そし
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て、地域に元気で働いていけるような支援を今後ともしていただきたいなと

いうふうに思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 次に、水田農業の振興ということで、特に今般の米価下落というものを踏

まえた中での今後の施策についてお聞きしたいなというふうに思います。 

 県では、平成23年４月に鈴木知事が就任して以来、農業については、もう

かる農業を旗印に掲げ、フードイノベーションや６次産業化による新商品の

開発、海外への輸出に代表されるような販路の新規開拓、さらには、獣害対

策の強化による農業被害額の減少など、この４年間で着実に成果を上げられ

ており、非常に喜ばしい、うれしく思う次第でございます。 

 このように、もうかる農業の施策が一定進んできている中にあって、商品

開発や販路の問題など、いわゆる出口対策は、その取組の様子が一定感じら

れる一方で、農作物を生産している農家の皆さんがもうかるという部分での

成果は、まだ目に見える形であらわれてきていないのではないかと感じてい

ます。 

 私は、圃場整備をした水田に付随する水路など共有財産を管理する、地元

の土地改良区の役を仰せつかっておりますけれども、稲作農家の状況や気持

ちは常日ごろからよくわかっているので、今回は特に米についての話をして

いきたいなというふうに思います。 

 平成26年産米のお米については、皆さんもよく御存じのとおり、平成７年

に食糧法が施行されて以降、最低の価格となり、出来秋の出荷段階で農協か

ら支払われる、いわゆる仮渡金が１万円を下回るなどして、一時は全国的に

騒がれたことは記憶に新しいと思います。 

 このとき、自民党県連では事態を重く受けとめて、昨年11月には党本部に

対して早急に米価下落対策を講じるよう緊急要請を行ったところであり、そ

のほかにも多数の県や関係団体からも国への支援要請が行われたこともあり、

政府が米の直接支払交付金の年内支払いの実施や、緊急経済対策の平成26年

度補正予算を活用した稲作農業の体質強化緊急対策事業の実施を決定するに

至ったことは記憶に新しいと思います。 
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 私は、これまで県議会の議場で行った農業に関する質問では、農業用水の

パイプライン化の推進、老朽化が進んできている農業水利施設の長寿命化や

更新など、効率的で低コストな稲作経営を実現するためのハード対策を中心

に、今後の取組について県の考えを確認してまいりました。 

 こうした質問に対しまして県当局からは、農業用水のパイプライン化など

高度な基盤整備を行う事業に選択・集中しながら、計画的に推進をしていく

と、２番目に、用排水路の維持補修については、ストックマネジメント事業

や土地改良施設維持管理適正化事業を活用し、老朽化や緊急度に合わせてラ

イフサイクルコストの低減や機能確保を図っていくという答弁をいただくな

ど、水田農業のハード対策について、まだまだ整備すべき地区や場所が残さ

れているものの、必要な施策は十分整理できたと考えております。 

 とすれば、この際問題になってくるのは、稲作農家が米をつくってもうか

る経営を実践できるのか、言いかえれば、単刀直入に言って安いお米の値段

について、農家の経営が成り立つ水準まで戻していくためにはどうすればよ

いかについて、いま一度しっかり精査、検討して、国、県、市町、農協や稲

作農家などが一丸となって、共通の認識のもとに必要な取組を進めていかな

ければならないということではないかと思っております。 

 他方で、総務省の家計調査によりますと、平成25年度の１世帯当たりの米

の購入量は75キログラムで過去最低となっており、日本人がお米を食べなく

なってきたことも米価下落の大きな要因として指摘されております。この点

についても、これまで農政で主軸に置かれてきた、米をどのようにつくって

いくかということだけではなく、消費者に三重県のお米を食べてもらうため

にはどうしたらよいのかといった点にも目を向けて、米の消費を伸ばしてい

くための手だてを考えなければならないというふうに思っております。 

 折しも、ＴＰＰ交渉に関連して、農家が心中穏やかでなくなるような報道

が真偽もわからないまま行われているなど、政府に対して改めて、衆参農林

水産委員会の決議の遵守を強く求めていかなければならないところでありま

すが、ＴＰＰ交渉のいかんにかかわらず、将来に向けて、農家の経営が成り
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立っていくための政策をみんなで実現させていかなければならないというふ

うに思っております。 

 そこで、今回の米価下落を踏まえて、今後どのような対策を講じていくの

か、県の考え方や取組の方法についてお聞きしたいなというふうに思います。

よろしくお願いをいたします。 

   〔橋爪彰男農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（橋爪彰男） 米価下落の状況を踏まえて、今後どういうふう

に取り組むのかということについてお答えしたいと思います。 

 まず、最近の米価の状況ですけれども、おっしゃっていただきましたが平

成26年産米については、全国的にも米の消費が低迷していることに加えまし

て、前年からの在庫米も増加しており、米の価格というのは大きく下落して

おります。米の生産など、水田農業を担う農業者の経営というのは非常に厳

しいものとなっております。 

 このような状況を受けまして、県としましても昨年11月、国に対して経営

所得安定対策関連の各種交付金・補塡金の早期交付を行うことなどを柱とし

た緊急要請というのを行いました。こうした要請なども踏まえまして、国の

ほうでは、稲作農家に対する資金繰り対策としまして、米の直接支払交付金

の年内支払いなどの緊急対策が打ち出されたところでございます。 

 このような中、県では平成26年に策定しました新しい三重の米戦略、これ

に基づきまして、特に水田農業を担う農業者の経営安定を図るために、米の

価格の維持向上に向けた、例えば結びの神など、高品質で商品力のある米づ

くりの推進、それに、生産コストの低減に向け、農地中間管理事業の活用に

よる担い手農業者への農地の集積、農業者の収入確保に向けた、主食用米以

外の麦、大豆、飼料用米等の生産拡大、こういう対策を重点的に取り組んで

いるところでございます。 

 さらに、こうした対策に加えまして、国の平成26年度補正予算で緊急的に

措置されました、稲作農業の体質強化を図るための肥料であるとか農薬など

の資材費の低減、また、農業機械の共同利用化などの取組を支援する事業に
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ついて、現在、担い手農業者の皆さんにその活用を呼びかけているところで

ございます。 

 また、国の地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用した新たな事業

としまして、三重の「米力」発揮支援事業というふうな事業で、新しく事業

化したところですが、これは、三重の米の強みを生かして、ブランド化戦略

の実践であるとか、また、米のＰＲ活動、こういうものを通じまして、県産

米の新しい販路の開拓と消費の拡大を図っていこうというふうに思っており

ます。 

 さらに、県産米の消費を喚起する、県産農産物の魅力発信対策事業、これ

はこれからまた提案させていただく事業でございますけれども、こういう消

費喚起のための事業も現在検討しておりまして、これについては、キャン

ペーンを通じた県産米の消費拡大、そういうことを目的に取組を拡大してい

きたいというふうに思っております。 

 今後とも、国の支援制度等の効果的な活用を図りながら、ＪＡであるとか

関係団体などと連携して、担い手農業者の皆さんに安心して経営を続けてい

ただくための対策について、県としてしっかり取り組んでまいりたいという

ふうに考えております。 

   〔37番 水谷 隆議員登壇〕 

○37番（水谷 隆） どうもありがとうございました。 

 本当に農業の政策というのは、これからの三重県、日本の農業を支えてい

く上において非常に大事なことであるし、また、特に我々の地域の、中山間

地域の米に対する取組というのは非常に難しくなってきておりますので、そ

こでまた米価が下落していくと大変な状況になりつつあります。そういった

ことをぜひ三重県としても、今おっしゃったような施策をきちっとやってい

ただけるようにお願いを申し上げて、次の質問に移りたいと思います。 

 ４番目に、東海環状自動車道といなべ管内の幹線道路整備についてお伺い

したいと思います。 

 これは、先ほど日沖議員がいろいろと御質問をしていただきました。本来



 －312－

であれば私もパネルを準備しようと思ったんですけれども、日沖議員が立派

なパネルを出していただきましたので、まだ記憶に残っていると思いますの

で、それを思い浮かべながら質問をさせていただきます。 

 原稿をつくってきたんですけれども、前半はほとんどダブっておりますの

で、観光政策、あるいは経済のために東海環状自動車道が非常に大事である

というようなことも踏まえて、飛ばしまして、単刀直入に質問に入りたいと

いうふうに思います。 

 東海環状自動車道は、もう皆さんも御承知のように、私が議員になったの

が平成15年なんですよね、そのころからもう既に東員インターチェンジ付近

の橋脚が建っておりまして、ずーっと建ちっ放しで、つい最近ようやく、上

に橋が乗っかってきましたけれども、大分疲れておるような様子で、少し耐

震的に足らないということで、何本か足を継ぎ足したというのを記憶してお

りますけれども、そういった中で、四日市北ジャンクションから東員イン

ターチェンジは、いよいよ平成27年度に新名神高速道路の四日市ジャンク

ションから四日市北ジャンクションに合わせて開通するというふうに聞いて

おります。 

 さらには、その先、大安インターチェンジまでにおいて橋脚整備が進むな

ど、目に見える形で現場が動いておりまして、昨年４月には平成30年度の開

通予定が発表されるなど、着実に整備を進めてきておりますと。大安イン

ターチェンジまでが平成30年ということですね。 

 一方で、大安インターチェンジから三重・岐阜県境間について、まだ開通

予定が公表されておりません。経済効果の早期発現のため、一日も早い全線

開通が必要であると考えますけれども、現在の工事区間ごとの進捗状況と今

後の見込みについてお聞きしたいということと、また、着実に事業を推進す

るためには、岐阜県、愛知県や東海北陸自動車道につながる北陸圏と連携強

化は不可欠であります。連携に当たっては、行政体の枠を超え、東海環状の

必要性をＰＲし、一体的に整備をしていく必要があると考えますけれども、

いかがでしょうか。県当局の見解をお伺いしたい。 
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 次に、東海環状自動車道の各インターにアクセスする道路の整備について

伺います。 

 いなべ地域では東海環状自動車道に、南から東員インターチェンジ、大安

インターチェンジ、北勢インターチェンジの三つのインターチェンジが計画

されています。東海環状自動車道がもたらす整備効果を最大限活用するには、

それぞれのインターチェンジにアクセスする道路の強化が必要と考えますが、

これらのアクセス道路の整備状況と今後の見込みについてお聞かせを願いた

いと思います。 

 以上３点、部長、よろしくお願いします。 

   〔土井英尚県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（土井英尚） 東海環状自動車道に関しまして、現在の工事区

間ごとの整備状況と見込み、それと、行政の枠を超えた連携の取組による事

業推進、それと、アクセス道路の整備の見込み、この３点について答弁させ

ていただきます。 

 東海環状自動車道は、国土交通省による直轄事業と、中日本高速道路株式

会社による有料道路事業により事業が展開されており、中部圏と北陸圏を連

携し、広域的な経済波及効果をもたらす道路として、経済界からも早期の全

線開通が強く望まれているところです。 

 その進捗状況としましては、まず、四日市北ジャンクションから東員イン

ターチェンジまでの区間は、紹介いただきましたように、平成27年度の供用

に、開通に向け、高架橋工事及び舗装工事がとり行われております。 

 次に、東員インターチェンジから大安インターチェンジまでの区間は、昨

年４月、これも地元同盟会等の努力もいただいたということで、新たに開通

予定が国土交通省から、前倒しということで平成30年度と公表されておりま

す。また、大安インターチェンジから北勢インターチェンジの区間について

は、まだ開通予定は公表されていないものの、この両区間で全線において、

高架橋、この橋脚工事が進められております。 

 次に、北勢インターチェンジから県境間におきましては、三重県や地元の
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いなべ市でも専属の職員を配置するなど、国と連携して用地買収に取り組ん

でおり、その進捗率は、平成27年１月末で６割を超えるとともに、道路本体

工事を発注するための準備工事にも一部着手されております。 

 全線の開通時期につきましては、有料道路事業の資金調達の目安として一

応平成32年と予定されているものの、現在のところ、国土交通省から開通予

定年度は公表されていない状況でございます。 

 このような中、東海環状自動車道が早期に全線開通されるよう、昨年７月

には建設促進期成同盟会の総会を東京で開催するとともに、その総会終了後、

三重県知事、岐阜県知事、それと、いなべ市長をはじめとする両県の８人の

市町長、首長さんですが、太田国土交通大臣に要望を行うなど、沿線の県や

市町と連携した要望活動を実施しております。 

 また、昨年11月には、三重県、いなべ市、中部経済連合会、それと、新し

い取組ですが、いなべ市内で操業するデンソー、トヨタ車体、神戸製鋼所、

太平洋セメントの地元代表者が合同で、国土交通省の政務官とか道路局長に

要望活動を行っております。 

 今後も引き続き、沿線の県や市町、経済界、地元企業など、行政の枠を超

えた連携を強化し、開通に向けた機運を一層盛り上げることなどにより、大

安インターチェンジから県境間における開通予定の早期公表も含め、東海環

状自動車道西回りが一日も早く全線開通されるように取り組んでまいりたい

と考えております。 

 次に、アクセス道路関係でございますが、東海環状自動車道は、東員、大

安インターチェンジ、ここには国道365号が、それと、北勢インターチェン

ジには県道北勢多度線がアクセス道路としてあります。 

 まず、東員インターチェンジについては、国道365号がアクセス道路とし

て既に整備はされていますが、桑名市方面に行くアクセスを改善するという

ことで、県道桑名大安線、東員町中上地内において延長680メートル区間で

ございますが、平成17年度から念仏大橋南詰交差点の改良、これも含めたバ

イパス事業に着手しており、来年度、東員インターチェンジの開通に合わせ
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て供用開始できるように工事を進めております。 

 次に、大安インターチェンジにつきましても、国道365号がアクセス道路

として整備はされております。なお、いなべ市役所方面に向かう道路として、

県道四日市員弁線の員弁川にかかる橋梁を含む延長900メートル区間におい

て、これも平成19年度からバイパス工事に着手しており、来年度から橋梁の

下部工に着手していく予定としております。 

 最後に、北勢インターチェンジにつきましては県道北勢多度線の４車線化

を計画しておりまして、いなべ市役所の新庁舎建設計画もあることから、現

在、国土交通省やいなべ市と整備の時期や手法等について協議を進めている

ところでございます。 

 東海環状自動車道がもたらす整備効果をさらに高めるためには、東海環状

自動車道と一体となった地域の道路ネットワークの形成が重要であると考え

ており、東海環状自動車道の進捗に合わせまして、アクセス道路等の整備も

鋭意進めてまいりたいと考えております。 

   〔37番 水谷 隆議員登壇〕 

○37番（水谷 隆） ありがとうございました。 

 今、県土整備部長がおっしゃったように、どんどん整備を鋭意進めていた

だきたいと思います。 

 東海環状自動車道についてあえて私が質問したのは、我々の地域では、先

ほど部長もおっしゃいましたけれども、平成32年に全線供用開始という話が

ずーっと出ているんですよ。今、資金の問題とか、いろんな問題があって、

非常に難しいのではなかろうかというような感じなんでしょうけれども、

ＭＡＧロードですから三重県がトップにできないといけないんですけれども、

三重県が今、一番遅れているんですよね。これを見ますと、養老から大垣の

ほうはもう進んでおりまして、養老インターチェンジから養老ジャンクショ

ンまでは平成29年供用開始になっているんですよ。この前、国のほうへ行っ

たときにいろいろ国会議員とも話をしたんですけれども、当然のことながら、

岐阜県のほうはもう早く進んできているんですよ、岐阜県は。三重県が遅れ
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ているんです。もちろん大安インターチェンジまでが平成30年にできると、

こういうことでございますけれども、その先、北勢インターチェンジのとこ

ろまでちょろちょろと行って、あと下に行ってつながっていかないんですよ

ね。とてもじゃないけどこういう状況では、産業が進行する、あるいは産業

がもっと発展していく、あるいは企業を誘致できるという状況にはならない

と思います。だから、この辺をもう少ししっかりと取り組んでいただきたい。 

 我々も一昨年、国のほうとＮＥＸＣＯのほうへ陳情に行って、いろいろお

話をさせていただきました。そのときは、随分前向きな検討、答えもいただ

いております。しかし、先日も知事に、岐阜県と三重県の県境の市町、いな

べ市、東員町、そして海津市、あるいは養老町の皆さん方と全線供用開始に

ついての要望を強くさせていただきましたけれども、そういったことにつき

まして、三重県として強い要望を上げていかないと、絶対に平成32年も供用

開始できないとまだまだ延びていってしまいます、これは。せっかく東京オ

リンピック、そして、また、パラリンピックがある中で、こういったものが

この時点で開通できないということは非常に厳しいと思いますので、ぜひと

もよろしくお願いをいたします。これができていかないという障害が何かほ

かにあるのかもしれませんけれども、それは三重県として取り除いていただ

きたい。 

 そして、アクセス道路ですけれども、北のほうは特に、我々、いなべ、東

員のほうから桑名に抜ける道というのは非常に渋滞しております、いつも。

今はいなべから多度へ抜けて、多度から桑名へ抜けていく狭い道があります。

これ、東名阪自動車道の桑名東インターチェンジのほうへ続いていく道です

けれども、これにおいてもほとんど通勤の人はそっちへ抜けていくわけです

よ。これが全く整備されていない。これは都市計画道路であるということも

聞いておりますけれども、そういったことも含めて、ぜひとも進捗していた

だきたいと思います。 

 県土整備部長は、今年でもう、あと１カ月ぐらいで定年されるのかなとい

う気がいたしており、非常に残念ですけれども、置き土産にひとつしっかり
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とした対応をしていただきたいなと、このように思いますので、よろしくお

願いをいたします。 

 最後に、看護職員の確保対策ということで、少し質問をさせていただきま

す。 

 看護職員確保対策については、医師確保対策とともに、医療分野の人材確

保という点では重要な取組の一つであり、以前から真剣に取組はしていただ

いておりますけれども、まだまだ進んでいないというのが現状であります。

平成26年度においては幾つもの看護職員確保対策事業が実施されております

けれども、医療の高度化、患者の高齢化、重症化、医療機能分化により、ま

すます看護需要が高まりつつある中、あえてこの質問をさせていただきます。 

 看護職員確保対策については、とりあえず３点ばかり質問をさせていただ

きたいと思いますので、医療対策局長、よろしくお願いします。 

 まず、三重県の看護師の需給状況の認識として、平成24年末の三重県にお

ける看護師数というのは１万4095人、人口10万人当たりでは766.0人であり、

前回の調査、平成22年ですけれども、からは増加し、全国平均の796.6人に

比べ30.6人少ない状況であります。 

 また、平成25年度に実施した医師・看護師需給状況調査結果では、看護師

の需給バランスは2020年に悪化し、その後、改善に向かうものの、2035年に

おいても不足することが予測され、総数の確保が課題となっております。 

 今後、高齢化の進展とともに医療に対するニーズは多様化し、予防や在宅

医療など幅広いサービスが求められ、それに対応できる看護師の確保は重要

な課題であります。三重県として、質の高い医療・介護サービスを安定的に

提供できる体制整備を進める上でも、看護師に期待される役割は大きいと思

いますが、そこで、県内の看護師不足の状況、現状をどのように認識されて

いるのかをお聞きしたいと思います。 

 次に、今後の取組ですけれども、看護師が不足している状況の中、看護学

生の県内就業率の向上を目指し、看護師等修学資金制度の活用促進、県ナー

スセンターによる再就業のあっせんや無料相談、病院内保育所の運営支援、
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相談窓口の設置、新人職員の研修体制の整備など行われ、離職防止に取り組

んでいただいているところでありますけれども、まだまだ十分とは言えない

状況であり、さらに総合的な対策を行う必要があると考えます。 

 今年度から創設された地域医療介護総合確保基金の活用事業には、医療従

事者等の確保、養成として、看護職員の確保のための事業も含まれておりま

す。 

 このような中、県として看護師確保対策をさらに推進するため、来年度以

降、特にどのような取組を検討していられるのか、お伺いしたいと思います。 

 最後に、県内就業率の改善について、平成26年３月末における県内看護師

等学校養成所卒業生の就業状況では、保健師、助産師、看護師を合わせて県

内就業者が641人であり、３年ぶりに600人を超え、県内就業率も77.9％と

なっております。さらに詳しく県内就業状況を見てみると、看護専門学校等

養成所と看護系大学の比較では、養成所の県内就職率は75％でありますけれ

ども、大学においては59.4％となっています。 

 今後、県内就業率を向上させることは、県内の雇用状況を改善し、地域の

活性化にもつながると考えます。現在でも各看護系大学におかれては、地域

推薦枠を設けるなど、県内就業率向上に向けた取組がなされておりますけれ

ども、養成所を含めた全体の就業率を高めるためにどのようなことを考えて

おみえになるのかをお聞きしたい。 

 以上３点、よろしくお願いをいたします。 

   〔佐々木孝治健康福祉部医療対策局長登壇〕 

○健康福祉部医療対策局長（佐々木孝治） 看護職員確保対策についてお尋ね

がございました。 

 まず、三重県の現状でございますけれども、今、議員から御紹介がござい

ましたように、県内の看護職員数は、年々増加はしてございますけれども、

今後の高齢化の進展や医療ニーズの多様化、そして、在宅や介護など、活躍

が求められる場の拡大等によりまして需要面も増大することから、当面不足

状況が続くものと見込まれてございます。このため、看護職員の確保対策は
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ますます重要なものになっていくものと認識しております。 

 このような状況のもと、県としましては、看護職員の確保に係る取組を体

系的に整理し、総合的に検討を行うため、医療機関、看護関係団体、住民代

表などによります三重県看護職員確保対策検討会を設置し、この中で、人材

確保、定着促進、資質向上、助産師確保の四つの視点から検討を行い、年度

内に今後の取組の方向性について取りまとめを予定してございます。 

 そして、今後の取組でございますけれども、まず、看護職員の総合的な確

保対策を一層推進するために、来年度より医療対策局内に看護師確保対策監

を設置いたします。その上で、先ほどの検討会の議論を踏まえまして、例え

ばでございますけれども、男性看護師の確保だとか、新人看護職員をはじめ

とします研修体制の構築、復職支援策の充実などに取り組んでまいります。 

 また、看護職員がせっかく就職しても苛酷な勤務で離職してはもったいな

いというところでございまして、昨年８月に設置いたしました三重県医療勤

務環境改善支援センターによる支援とあわせまして、同センターと連携しな

がら、看護職員などの女性医療従事者が働きやすい医療機関の認証制度を県

として公的に創設し、医療機関の勤務環境改善に向けた取組を促してまいり

ます。 

 さらに、本年10月から導入されます看護師等の免許保持者の届出制度、こ

れにより把握した情報を活用いたしまして、離職された方々にアプローチし

まして復職につなげる仕組みの構築を図ってまいります。 

 これらの取組については、必要に応じて地域医療介護総合確保基金を活用

してまいります。 

 最後に、県内就業率の改善でございますけれども、これを上げるためには、

看護系大学や養成所に県内出身者を確保することが有効と考えております。

地域推薦枠を既に設けているところもございますけれども、その他も含めま

して新規の推薦枠の設置や拡充について理解を求めてまいりたいと思います。 

 県としましては、以上のように、看護職員を県内に確保するため、引き続

き関係者と連携しながら取組を総合的に進めてまいりたいと考えております。 
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 以上でございます。 

   〔37番 水谷 隆議員登壇〕 

○37番（水谷 隆） どうもありがとうございました。 

 最後の、要するに看護系大学の推薦枠、これを私はもう少し増やすべきだ

と思いますので、これにつきましてはまた委員会のほうで議論をさせていた

だきたいと思います。どうもありがとうございました。（拍手） 

○副議長（奥野英介） 13番 津村 衛議員。 

   〔13番 津村 衛議員登壇・拍手〕 

○13番（津村 衛） 改めまして、こんにちは。新政みえ所属、尾鷲市・北牟

婁郡選出の津村衛です。本日の最後となりました。１時間、よろしくお願い

をいたします。 

 今日は大きく３点の質問をさせていただきます。 

 まず、一つ目は、熊野古道について質問をさせていただきます。 

 昨年は、熊野古道世界遺産登録10周年を迎え、各市町で記念行事やイベン

トなどが開催され、多くの方に県南部に訪れていただきました。 

 また、熊野古道踏破キャラバンとして、津市出身の吉本芸人カツラギさん

に熊野古道伊勢路170キロメートルを踏破していただき、各市町でたくさん

の方々と交流をしていただき、熊野古道のＰＲにも努めていただきました。 

 また、12月13日に熊野古道センターで開催されました10周年フィナーレイ

ベントでは、知事にも出席をしていただきましたが、熊野古道絵画コンクー

ルの表彰式などがあり、子どもたちが、自分たちの生まれ育った地域には世

界に誇れる熊野古道があるということを改めて知るすばらしい機会となりま

した。 

 10周年記念事業が事故やトラブルなく終了できたこと、そして、今年度40

万人を超えるであろうという多くの方々に熊野古道に訪れていただいたこと

に、県や市町はもとより、これまで熊野古道を守り、支え、協力していただ

いた関係者並びに地権者の方々に改めて感謝を申し上げます。 

 また、昨年６月の一般質問において、（プログラムを示す）熊野古道アク
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ションプログラム３の策定を求めましたが、現在、策定に向けて取り組んで

いただいておりますし、３月１日には熊野古道協働会議が開催され、熊野古

道の関係者が一堂に会し、意見交換や今後の調整などを行っていただく予定

になっています。 

 さらには、海外からの誘客に向けた取組を強化するという県の積極的な姿

勢もうかがえます。また、熊野古道サポーターズクラブの創設など、県とし

て世界遺産熊野古道をあらゆる面からサポートできる体制を構築していただ

いております。 

 ２月補正を含めた新年度予算を見てみますと、地域連携部では、熊野古道

を活用した交流人口の拡大と地域経済の活性化を図るための事業として約

5000万円。それに対して、17日の議案聴取会で東議員からも御指摘がありま

したが、熊野古道を保全するための教育委員会の予算として、世界遺産紀伊

山地の霊場と参詣道を良好に保全管理するとして約35万円の計上。しかも、

この事業は熊野古道を直接保全するための予算ではなく、会議費ということ

です。 

 保全と活用の予算が教育委員会と地域連携部になぜ分かれているのかとい

いますと、熊野古道の中心地域は国の史跡等に指定されておりまして、文化

財保護法により保全されるため、保全目的の予算は県教育委員会が、熊野古

道を活用した地域振興の予算は地域連携部となります。 

 熊野古道を活用し、地域振興につなげていこうという県の取組は心強く

思っていますが、10周年を終えた今、熊野古道の道そのものを守っていく保

全という取組について今後どうなっていくのか、不安に感じています。 

 10周年を終えた今、熊野古道を歩くとごみはほとんどなく、草刈りや倒木

の撤去なども行き届き、きれいに整備はされていますが、その反面、道自体

が痩せ細り、いつ崩れるかわからない危険な箇所や構造物の老朽化などがか

なり進んできている状況です。 

 国内外から多くの方々に熊野古道に訪れていただいても、歩いてもらう道

そのものが適切に管理されていない危険な状況であれば、大きな事故やトラ
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ブルが発生することも想定されるのではないかと危惧をしていますし、私は、

熊野古道が適切に保全されてこそ活用であるというふうに認識をしています。

現在は、熊野古道サポーターズクラブの方々の協力も得ながら、地域で地道

な保全活動がなされていますが、それだけでは追いついていかない現状であ

ります。 

 そこで、10周年を終え、次の10年につなげていくために、まずは昨年度実

施していただいた10周年の記念事業の総括をお願いしたいと思います。 

 さらには、保全活動に対する県教育委員会の見解について、また、今後の

熊野古道サポーターズクラブの取組、熊野古道集客に向けた今後の戦略など

についてもお伺いをいたします。 

   〔森下幹也地域連携部南部地域活性化局長登壇〕 

○地域連携部南部地域活性化局長（森下幹也） 熊野古道に関しまして４点お

尋ねいただきましたところ、私のほうからは、10周年事業の総括と今後の取

組、熊野古道サポーターズクラブの今後、集客に向けた戦略の３点について

お答えをさせていただきます。 

 まず、10周年事業の総括でございますけれども、熊野古道の世界遺産登録

10周年という節目を観光振興や地域の活性化につなげるために、地域を挙げ

て様々な主体による記念事業が各地で展開をされてまいりました。県におき

ましても、市町、民間事業者等と連携し、地域のにぎわいの創出と次世代に

向けたメッセージを発信するために、記念式典や記念行事などに取り組んで

まいりました。 

 熊野古道に関連した様々な取組を行ってきたことで、メディア等での露出

が全国的にも増加しておりまして、地域でのにぎわいや熊野古道への関心の

高まりにつながってきたものと感じております。 

 これらの取組によりまして、熊野古道語り部による案内者数は、議員のほ

うからも御紹介がございましたけれども、前年を大きく上回っておりまして、

来訪者数が過去最高となるような見込みでございます。 

 一方で、これも御指摘にありましたけれども、語り部や保存会の方々をは
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じめとする熊野古道を守り伝える担い手の不足などの課題も出てまいってお

ります。 

 これらを踏まえまして、次の10年につなげていくためには、熊野古道伊勢

路の価値を次世代に伝える体制づくりや、10周年のにぎわいを継続、拡大し

ていく必要があると考えております。 

 そこで、２点目の熊野古道サポーターズクラブにつきましては、世界遺産

登録10周年をきっかけに、広く古道のファンを募集して、将来的に保全啓発

活動へ御参加いただけるような人材の掘り起こしにつなげていくことを目的

に、昨年の５月に設立しまして、１月末現在で752名の方々に登録をしてい

ただいております。会員の方には定期的な情報提供を行っておりまして、地

元保存会と連携しながら保全体験の活動とかにも参加していただいておりま

す。そして、その中から語り部の認定を受けた方や保存会に加入された方も

出てきておりまして、心強く思っております。 

 そこで、引き続き熊野古道サポーターズクラブへの加入の促進も図りなが

ら、将来的により多くの方々が古道を守り伝える活動に御参加いただけるよ

う取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 ３点目の集客に向けた戦略につきましては、引き続き熊野古道伊勢路への

集客を促進させるために、古道沿いを含めましたきめ細かい魅力の発信に加

えまして、歩きやすい環境の提供が必要だというふうに考えております。 

 新年度は、伊勢路を結ぶをキーワードに、スマートフォン向けのナビサイ

トの提供でありますとか、周遊の促進を図るための電子スタンプラリーの開

催などに取り組んでまいります。 

 また、国等が行いますインバウンド誘致の取組に合わせまして、東紀州地

域での受け入れ体制を充実させるために、外国語パンフレットの作成であり

ますとか、熊野古道センターでの案内機能の整備を進めてまいりたいと思っ

ております。 

 さらに、現在、域外から東紀州地域への来訪促進、消費喚起につながる観

光利用券の発行についても検討しておるところでございます。 
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 これら事業を総合的に取り組むことで、10周年事業の成果を一過性に終わ

らすことなく、にぎわいの継続、拡大を図りながら、地域経済の活性化につ

なげてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

   〔山口千代己教育長登壇〕 

○教育長（山口千代己） 私のほうからは、熊野古道保全の現状と今後の取組

について御答弁を申し上げます。 

 答弁に先立ちまして、まず、熊野古道の維持管理につきましては、日ごろ

より地域の方々の熱意と献身的な御尽力によって支えられていますことに、

まずは感謝申し上げます。 

 世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道は国指定史跡として保護されており、三

重県保存管理計画により、保存管理に関して、第一義的には当該遺跡などが

所属する市町が責任を持って当たり、県は全体的、包括的な保存管理を行う

ものとされています。 

 そこで、県教育委員会としましては、その文化財的価値の重要性を十分に

認識し、県が各地域に配置した文化財保護指導委員による巡視や、市町への

専門的見地からの技術支援、現状変更に際しての文化庁との協議などを行い、

文化財保護法に基づいて保存を図っているところでございます。 

 また、コアゾーンにおいて、文化財の管理団体である市町が実施する史跡

としての整備事業や、日常の維持管理の範疇を超えるような毀損が発生した

場合の復旧事業について、国指定史跡を対象とした国の文化財補助金を活用

し、それに対して県も上乗せ補助を行い、市町の負担軽減を図っています。 

 加えまして、災害が発生した場合には、県教育委員会は文化庁と協議し、

世界遺産が文化財としての価値を損なうことがないよう、市町に対して専門

的、技術的かつ適切な指導、助言を行い、復旧事業を進めることとしていま

す。 

 具体的な事例といたしましては、平成23年の紀伊半島大水害に際し、被災

いたしました風伝峠道、横垣峠道について、石畳の測量、図面作成などの技
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術的支援を行い、関係市町や関係部局とも連携して復旧に当たってまいりま

した。 

 県教育委員会といたしましては、今後とも関係市町や関係部局と連携しな

がら、また、地域の方々の御尽力もいただきながら、そして、こうした補助

金の活用や技術的支援等を一層進め、世界遺産の適切な保存を図ってまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

   〔13番 津村 衛議員登壇〕 

○13番（津村 衛） ありがとうございました。 

 答弁をいただきましたので、順次質問をさせていただきたいと思います。 

 総括もいただきましたが、やはり、ちょっと先ほどの教育長の答弁、聞か

せていただきました。非常に悲しい顔をしていませんか。もっと力強く、熊

野古道をどう保全していくかというあたりの意見、聞かせていただきたかっ

たなというふうに思っております。 

 先ほどの教育長の話を聞かせていただきますと、やはり大きく崩れたり壊

れたりしたときは、国の文化財保護法に基づいてしっかりと文化財を保護し

ていく、そのために国からの補助も受けて、県として上乗せもして、補助し

て修繕していきますというふうな話かと思うんですが、それとともに、もう

一つは、一義的には市町が修繕をするというふうな形で、確かにそれはアク

ションプログラムにもそういうふうには書かれてはいるんですが、実際のと

ころ、じゃ、関係する市町が当初予算の中に熊野古道を保全するための予算

が組み込められるかというと、実際はそこまでやはり組み込めるほどの財政

力はございません。しかも、先ほども言いましたように、崩れたりしたから

修繕するというのは、これはわかります。でも、今、地域として求めている

のは、やはり壊れてからの修繕ではなくて、壊れないためにふだんからどう

いうふうに保全していくかと、このあたりにもう少し手厚いサポートがあっ

てもいいのではないかというふうな意見ということも理解していただきたい

なというふうに思います。 
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 実際は、今、地域の方々の献身的な活動とともに、やはりもう一つは、イ

オンとか第三銀行からの寄附もいただきながら、その中で保全活動もしてい

ただいているところであります。しかし、やはりさっきも言わせていただき

ましたけど、そういう地道な活動だけではなかなか追いついていかない、そ

ういう現状があるということをぜひとも御理解いただきたいというふうに思

います。 

 被害が発生してから行政が対応するというのではなくて、最初から、もし

被害が出ないように保全するというのを最初のうちから考えて事業をしてい

けば、最終的にトータルで考えれば保全の費用も少なくて済むのではないか

なというふうに思います。ですので、県としても財政難ということもありま

すし、あくまでも熊野古道、世界遺産だからということではなくて、文化財

の一つとして、壊れたら修繕していきますというスタンスではなくて、やは

り世界の遺産として熊野古道があるわけですし、６年ごとに熊野古道もモニ

タリングを受けます。そのときに適切に保存管理されていなければ、御承知

のことだと思うんですが、危機にさらされている世界遺産という非常に不名

誉な登録をされる可能性もございます。そのこともしっかりと視野に入れて

いただきながら、やはり今後とも各市町の教育委員会としっかりと連携を

とっていただいて、少しでも修繕と保全が進むようにサポートなり助言なり

をしていただきたいなというふうに思いますが、もう一度その辺、教育長の

御答弁をお願いしたいと思います。 

○教育長（山口千代己） 議員から様々な、補修する前にきちんと事前の手当

てができないかとか、提案もいただきました。私どもも、教育委員会のほう

では、国、県の指定文化財等を1058点所管しておりまして、市町の皆さん方

から様々な御要望をいただく中で、史跡連絡協議会、整備連絡協議会、２団

体あるのでございますけれども、その方々とも熊野古道について話し合う場

を今後持っていければなということで、それぞれの所有者はそれぞれの思い

を持って、文化財を守り伝えていきたい、活用していきたいという思いがご

ざいます。そういう中で、ある一定の予算の中で、熊野古道についてもこう
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いう市町からも意見が出ているよということを上げてもらって、全体の中で

調整を図ってまいりたいと思っておりますので、まずは問題提起をいただい

たということで、今後、連絡協議会等で話し合ってまいりたいと思います。 

 以上です。 

   〔13番 津村 衛議員登壇〕 

○13番（津村 衛） ありがとうございます。よろしくお願いをいたします。 

 続きまして、熊野古道サポーターズクラブについてちょっとお伺いをした

いと思います。 

 先ほどからいろいろとお話をさせていただいておりますが、誤解のないよ

うに聞いていただきたいのは、地域として、地元として、例えば熊野古道の

保全も活用も全て行政でやってくださいねということを望んでいる人はいま

せん。やっぱり地域として、自分たちの熊野古道を自分たちでできる限り自

分たちの力でやっていこうとする活動はきちんと根づいています。それはそ

れであるんですが、やはり先ほどの話の中にもありましたように、大規模な

保全とかとなりますと、自分たちだけではなかなか手が出せないというよう

なところがございます。 

 そんな中で、先日の21日土曜日、地元紀北町の始神峠の保全活動が行われ

ました。ここには、伊勢農協の紀伊長島支店の皆さんが社会貢献の一環とし

て当日参加をしていただきました。伊勢農協は、それぞれ各事業所がそれぞ

れの地域で社会貢献活動をやりなさいというふうに言われているそうでして、

紀伊長島支店としては、地元の熊野古道サポーターズクラブに登録して保全

活動をしていただくということを選んでいただいたということです。 

 当日、僕も参加をさせていただいたんですが、始神峠を守る会の方々の話

を聞きますと、作業自体も早く終わることができたし、これまでふだん手つ

かずのところが整備することができて非常に助かったということで、熊野古

道サポーターズクラブについてすごく感激をしておりました。 

 ですので、今のなかなか保全の予算というのがつかないというような状況

の中で、一番現実的に熊野古道をしっかりと保全していくためには、やはり
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熊野古道サポーターズクラブの方々の協力というのが必要不可欠なのかなと

いうふうに思っております。 

 そのためにも、今後はサポーターズクラブの方々と地域との連携、先ほど

南部地域活性化局長も言われましたけど、確かに昨年つくっていただきまし

て、これまで何度か地域には入っていただいているんですが、実際のところ、

地域の方々とサポーターの方々との連携とか交流というのが今まであんまり

なかったように思います。ですので、これからはしっかりと、そのあたりの

連携や交流、このあたりが一番必要になってくるのかなというふうに思いま

す。 

 それとともに、多くの方々に入っていただくための加入促進をしていくと

いうような話、ございました。確かに加入を促進して多くの人に参加してい

ただくというのは大事なことだと思うんですけど、熊野古道サポーターズク

ラブのあり方というのももう一度、１年たって精査をしていかなければいけ

ない、より強力なものにしていかなければいけないというふうに思います。

具体的には、例えば機動力のあるサポーターの方々を、事業所であったり企

業の方々にお願いして、いわゆる一般の方々の軽い草刈りであったりごみ拾

いであったりというサポートとは別に、もっと大がかりな修繕とか保全にも

かかわってくれるような、そういう特定の団体の方々にもサポーターズクラ

ブに登録をしてもらうとか、あるいは、サポーターズクラブを加入促進して

いくという思いはすごくわかったんですが、ホームページを見させていただ

きますと昨年末から更新されていませんので、そういうことも含めまして、

もっと目に見える形でのＰＲというのも力を入れていただきたいなというふ

うに思いますので、そのあたりについて南部地域活性化局長から御意見いた

だけましたらお願いしたいと思います。 

○地域連携部南部地域活性化局長（森下幹也） 確かに熊野古道の保全に関し

ましては、本当に地域の皆さんに助けていただいて保全が成り立っておるよ

うな状況でございます。繰り返しになりますが、熊野古道サポーターズクラ

ブをつくりましたのは、そういう方々のお助けというか、将来的には緩やか
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に変われるようなことを目指してやってまいりました。そこで、保全という

意味からも、サポーターズクラブの会員の方に昨年から、御紹介もございま

したように、保全活動の体験を、先ほども申し上げましたが、しております。

その中には県外からずっと来ておられるような方もございまして、非常に私

としてはうれしく思っております。 

 去年の５月に始めまして今日ということでございますので、新年度はしっ

かりとその辺の検証もしながら、このサポーターズクラブをしっかりとした

ものにしていきたいと思っております。 

 それと、企業のＣＳＲという観点での御指摘もございました。今現在も法

人会員として入っていただいてみえる企業もございます。先だってもちょっ

とお話をしておったんですけれども、新年度、どういう活動をしていこうか

というような話し合いも進めておりますので、そのあたりも取り組んでまい

りたいというふうに考えております。 

   〔13番 津村 衛議員登壇〕 

○13番（津村 衛） よろしくお願いをしたいと思います。 

 また、次に、今後の戦略についても少し質問をさせていただこうとは思っ

ていたんですが、要望にとどめさせていただきたいと思います。 

 既に新聞等で報道はされているんですが、熊野古道の新たな取組として、

和歌山県田辺市がスペインのガリシア州サンティアゴ・デ・コンポステーラ

市と観光交流協定に基づいて共通の巡礼手帳というのを発行しまして、アメ

リカ人のエリック・ブルースさんが二つの道を歩いた巡礼者の第１号として

認定をされ、記念品などを受けたというふうな取組もございます。 

 このサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼道は、熊野古道と同じく、

世界でも非常に珍しい巡礼の道、世界遺産でございます。和歌山県とガリシ

ア州は1998年に、姉妹都市じゃなくて姉妹道の提携を結んでいます。 

 今回、県としても観光・国際局の海外誘客推進プロジェクト事業において、

忍者、海女、Ｆ１など、三重県のクールジャパン資源を活用したプロモー

ションや情報発信を強化していただいていますし、熊野古道についても、外
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国人観光客を含めた交流人口の拡大のためには、やはり今後は同じ巡礼の道

としての三重県とサンティアゴ・デ・コンポステーラ市との連携なども、今

後の長い目で見る上で、提携というか、連携していく、そういう取組も必要

ではないかなというふうに思います。 

 また、先ほど南部地域活性化局長の話の中にも少しございましたが、伊勢

路を結んでいく、こういう観点におきましては、熊野古道は170キロメート

ルありますが、その中で世界遺産に登録されているのはごくわずかで、それ

以外をしっかり地域の方々が守って、熊野古道は一つの１本の道なんだとい

うことで取組をされている方々もたくさんいらっしゃいますので、そういう

方々との連携も含めまして、しっかりと伊勢神宮から１本の道として、県と

して取り組んでいただきますよう要望させていただきます。 

 それでは、二つ目に入らせていただきます。 

 昨年度に引き続き、重点テーマである少子化対策として、「希望がかなう

みえ 子どもスマイルプラン」、以下、スマイルプランと言わせていただき

ますが、それの推進に取り組んでいただきます。 

 ライフステージごとに切れ目のない対策として、子ども・思春期、若者／

結婚、妊娠・出産、子育てと、各ライフステージに合わせた事業として、小

規模放課後児童クラブへの補助の拡大や一般不妊治療への助成など、今回計

上された事業の一つ一つの必要性については理解できますし、三重県として

少子化対策に取り組む積極的な姿勢が伝わってきます。これらの取組によっ

て、不妊や不育症、子育てなどに悩む夫婦だけではなく、全県民の幸福実感

の向上につながることを期待しています。 

 しかしながら、ライフステージごとの対策は講じていただいておりますが、

その大前提である１人の人間としてのベースとなる心と体の健康づくりとい

う視点が少し欠けているように感じますし、心と体の健康づくりを加えるこ

とによってスマイルプランがさらに充実する、まさしくフルバージョンとな

るのではないかというふうに考えています。 

 そのためにも、スマイルプランに、平成25年３月に策定した三重の健康づ
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くり基本計画を連動させていくことが重要ではないかと考えます。 

 スマイルプランが子ども・思春期から子育てまでの各ライフステージに対

する取組であるのに対して、三重の健康づくり基本計画は、ヘルシーピープ

ルみえの成果や課題に加えて、平成25年度からの10年間における全ての県民

の健康づくりに関する取組を定めたものです。 

 この計画では、心と体の健康に関する取組とともに、健康づくりに関する

社会環境を整備する取組を推進し、健康であることを実感できる県民の増加

を目指すという計画です。 

 計画の基本方針といたしましては、一つ目に生活習慣病対策の推進、二つ

目にメンタルヘルス対策の推進、三つ目にライフステージに応じた健康づく

りの推進、四つ目に「協創」による健康な社会づくりの推進の四つが挙げら

れています。 

 この基本方針からすると、やはりスマイルプランと三重の健康づくり基本

計画はしっかりと連動させていかなければならないと考えますが、そういっ

た記述がどこにも見当たらないと思います。この二つの計画の関連性につい

ての御所見をお伺いします。 

   〔西城昭二健康福祉部子ども・家庭局長登壇〕 

○健康福祉部子ども・家庭局長（西城昭二） みえ子どもスマイルプランと三

重の健康づくり基本計画についてお答えをいたします。 

 このたび最終案を取りまとめましたみえ子どもスマイルプランは、狭い意

味での少子化対策にとどまらず、子どもにかかわる様々な課題を含んだもの

でございまして、教育や医療、保健などの広範な分野と密接な関連がござい

ます。しかしながら、関連する全ての分野の取組を漏れなく取り入れること

は困難であるため、子ども・思春期、若者／結婚、妊娠・出産、子育てなど

のライフステージごとに明らかになった課題を解決するという観点から取捨

選択をして盛り込むことといたしまして、よりどころとなる計画がある教育

や医療、保健などの分野につきましては、基本的にはそれぞれの計画に委ね

ることとしたものでございます。 



 －332－

 健康づくりにつきましては、議員御指摘もございましたように、子どもが

豊かに育つ上で大前提となるものでございますけれども、先ほど申し上げま

した考え方に基づき、その推進につきましては三重の健康づくり基本計画に

委ねることといたしまして、みえ子どもスマイルプランへの記載につきまし

ては、若年層のひきこもり支援や自殺対策など、一部のものにとどめるもの

とした次第でございます。 

   〔13番 津村 衛議員登壇〕 

○13番（津村 衛） それぞれの計画に委ねるということでありますが、１枚

の紙にまとめるのは無理だとは思うんですが、スマイルプランの中にはやっ

ぱりそういうふうな記述もしっかりと書き込んでいただきたいなというふう

に思います。それぞれ関連する、それぞれの計画に委ねるということを一言、

やはり書いていただければなというふうに思いますし、本来、私は全ての計

画のもとになるぐらい三重の健康づくり基本計画は非常に大切なものだなと

いうふうに思っていますので、それぞれに委ねるとはいいつつも、しっかり

と連携しながら取組をしていただきたいなというふうに思います。 

 私は今回、三重の健康づくり基本計画というのを、これなんですが、（現

物を示す）これを見せていただきました。これの四つの基本方針の中で、私

自身が特に重要であると認識をしているのが、三つ目のライフステージに応

じた健康づくりの推進の中にある、栄養と食生活についてという項目です。 

 この栄養と食生活の項目では、10年後に目指す姿として、三重県食育推進

計画に基づき、健やかで心豊かな生活の実現を目指し、食生活に関する情報

が適切に提供され、家族や身近な人々と一緒に食育に取り組み、適正体重を

維持し、県民一人ひとりが質、量ともにバランスのとれた食事を楽しんでい

ると記載されており、今度はこの基本計画に続いて、三重県食育推進計画、

（現物を示す）こういったものが誕生してくるわけであります。 

 この第２次三重県食育推進計画なんですが、これは、平成27年度が最終年

度であります。この計画の推進に当たっては、五つの目標を掲げています。 

 一つ目は、朝食を毎日食べる小・中学生の割合についてなんですが、平成
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22年度には小学生が89.1％、中学生で83.1％となっている割合を、平成27年

度までにはそれぞれ100％に。 

 二つ目は、学校給食における地場産物を使用する割合についてですが、平

成22年度には県平均で27.7％となっている割合について、平成27年度までに

は40％に上げるとされています。 

 三つ目は、栄養バランス等に配慮した食生活をしている人の割合について、

平成23年度には31％となっている割合を40％以上に。 

 四つ目は、メタボリックシンドロームの予防、改善に努めている人につい

て、平成23年度に35％となっている割合を45％以上に。 

 五つ目、県の食の安全の取組の認知度について、平成22年度に48％となっ

ている割合について、27年度までに55％に上げるというふうに計画がされて

います。 

 以上、この五つの目標を掲げているわけなんですが、平成27年度、最終年

度を迎えるに当たって、現状と達成の見込み、また、課題などについてお伺

いをいたします。 

   〔橋爪彰男農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（橋爪彰男） 第２次三重県食育推進計画における数値目標、

その状況と今後の課題等についてということで、三重県食育推進計画は、県

民の皆さんの心身の健康と豊かな人間形成を目指しまして、食に関する知識

や食を選択する力を高め、望ましい食生活を実践していただくことを目的と

して策定しているものでして、第２次三重県食育推進計画は平成23年度に策

定しております。 

 第２次推進計画に位置づけた目標のうち、県の食の安全の取組の認知度で

すが、県民の皆さんが安全・安心な食生活を実践していくためには、行政や

事業者の取組を知り、正しい知識と理解を深めていただくことが重要である

と考えて設定したところです。 

 その達成状況ですが、これはｅ―モニターを活用して把握をしております

が、平成26年度実績は64.3％ということで、目標としておりました55％を超
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えたところでございます。 

 その一方で、大学生をはじめ若い人たちは食の安全に対する関心が低い傾

向が見られますので、より多くの県民の皆さんに食の安全に対する正しい知

識と理解を深めていただく必要があるというふうに考えています。 

 このため、食の安全の確保に関する県施策の充実に努めるとともに、高校

や大学、若い世代が集まるイベント等における啓発活動に力を入れていくな

ど、食の安全に関する取組の強化に努めていきたいと考えています。 

   〔佐々木孝治健康福祉部医療対策局長登壇〕 

○健康福祉部医療対策局長（佐々木孝治） 三重県食育推進計画では、食育を

通じて県民の健康の確保を図る観点から、個人が適切な判断のもと、バラン

スのとれた食生活を送っていること、生活習慣病の予備群とされております

内臓脂肪症候群、いわゆるメタボリックシンドロームの改善に努めているこ

とを目標として取組を進めることとしております。 

 それぞれの目標値についてでございますけれども、まず、栄養バランス等

に配慮した食生活をしている人の割合は41.8％と、目標の40％を達成してい

ます。 

 また、メタボリックシンドロームの予防、改善に努めている人の割合も、

48.7％と、目標の45％を達成してございます。 

 以上のように、目標値については両者とも達成しているところではござい

ますけれども、課題といたしましては、10代後半から20代の女性に、標準レ

ベルを下回る、いわゆる痩せが多いこと、そして、メタボリックシンドロー

ムの予防、改善の取組が続かない人が多いことなどが挙げられます。 

 このため、引き続き、ライフステージに対応した栄養バランスの普及啓発

や保健所におけます食生活の相談並びに特定健診、特定保健指導の取組を進

めてまいります。 

 以上でございます。 

   〔山口千代己教育長登壇〕 

○教育長（山口千代己） 私のほうからは、朝食を毎日食べる小・中学生の割
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合及び学校給食における地場産物を使用する割合の現状と達成見込み、課題

について御答弁申し上げます。 

 第２次三重県食育推進計画では、朝食を食べる小・中学生の割合の目標は

100％で、本年度の状況は、小学校では87.6％と全国平均をやや下回り、中

学校では83.8％と全国平均とほぼ同じではございますが、目標に対して届い

ておりません。 

 朝食をめぐっては、社会構造の変化に伴い、生活時間の多様化とも相まっ

て、朝食を食べない子どもや子どもだけで朝食を食べる孤食など、家庭に

よっては健全な食生活を維持できないなどの課題がございます。 

 また、学校給食における地場産物の使用割合の目標は40％で、平成25年度

は全国平均より２ポイント高い27.8％で、本年度の見込みは31.1％となり、

上昇傾向にございます。 

 しかしながら、地場産物の導入をさらに進めるには、生産者と学校給食実

施者との間で地場産物の安定した数量確保などの課題がございます。 

 そのため、県教育委員会では、朝食の大切さについて、まずは家庭への啓

発が重要と考え、みえの学力向上県民運動を通じて、市町教育委員会の協力、

県ＰＴＡ連合会との連携により、平成26年度から生活習慣チェックシートの

活用に取り組んで頑張っているところでございます。 

 また、子どもたち自身が朝食の大切さや、地場産物とその生産者への理解

を深めるため、公益財団法人三重県学校給食会と連携して、小・中学生を対

象に、「みえの地物が一番！朝食メニューコンクール」を実施しています。 

 さらに、学校給食における地場産物の使用については、毎月、みえ地物一

番給食の日の設定、市町教育委員会への直接訪問での依頼、みえぎょれん、

ＪＡ三重などの生産者団体なども入った地場産品導入促進検討会で検討、開

発されたマイワシのスチームなどの食材の積極的な活用や、生産者や学校給

食関係者が連携した取組の優良事例を紹介し合い、地場産物の利用促進を働

きかけています。 

 今後は、朝食を毎日食べる小・中学生の増加及び学校給食における地場産
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物の使用割合の増加に向けて、これまで以上に取組を強化するとともに、関

係機関、団体等と一層緊密に連携を図りながら、目標達成に向けてしっかり

と頑張ってまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

   〔13番 津村 衛議員登壇〕 

○13番（津村 衛） ありがとうございました。 

 １から５までの項目の中で、３番目、４番目、５番目については目標を達

成しているということで、学校教育に関する、いわゆる朝食と学校給食につ

いては、上昇しているものもあるし、現状のまま、ほぼ横ばいのものもある

し、少し減っているのもあるということで、今後、力強い取組が求められる

というふうに思います。 

 朝食を食べない子どもたちというのは、いわゆる生活習慣病の原因になる

とも、今、言われています。また、子どもたちの場合は集中力が低下し、授

業にも支障を来し、学力にも影響を及ぼすのではないかというふうに言われ

ています。 

 ここで忘れてはならないのは、子どもたちが朝食を食べない理由は何なん

だろうというところも忘れてはいけないのかなというふうに思います。なぜ

食べていないのか、食べないのか、食べられないのか、それとも食べるよう

な環境ではないのか、そういうふうなことも含めて、子どもたちがどういう

環境によって朝食を食べていないのかというあたりも全部ひっくるめてサ

ポートしていただけるような、そういう取組をぜひとも進めていただきたい

なというふうに思います。 

 また、先般報道されました、厚生労働省が公表しましたデータによります

と、三重県民の男女ともに野菜の摂取量が全国でも非常に低位であるという

ふうな報道がなされていました。男性ですと47都道府県中35位、女性ですと

39位。要するに、これだけ自然が豊かな三重県だと言われながらも、野菜を

摂取する割合が非常に、全国の中でも低位にある、このことはしっかりと受

けとめていかなければいけないというふうに思いますし、他県ではもう既に
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野菜摂取量の底上げのための取組というのが結構行われています。 

 そのことも含めまして、しっかりと取り組んでいただきたいなというふう

に思いますし、地場産物の学校給食の使用については、やはり先ほど説明も

ありましたけど、安定供給の問題であったり費用の問題も含めて、かなり手

間も時間もかかることだというふうに私自身も理解しています。イメージ的

には、地域でとれたものを地域で食べるというのは簡単なのかなというふう

には思うんですが、実際のところ、学校給食でとなると非常に、いろんな、

幾つもクリアしなければいけない課題があるということは十分に理解はして

います。しかし、子どもたちの心と体の健康づくり、あるいは食育の重要性

を考えたときに、それがたとえ手間暇、時間であったり費用がかかることで

あったとしても、やはり三重県としてはしっかりと進めていただきたいなと

いうふうに思いますし、平成25年の教育警察常任委員会の長田隆尚委員長の

ほうからも、しっかりと取り組んでいただくようにという委員長報告がござ

いましたので、ぜひともお願いをしたいと思います。 

 今回、いろいろと事業を見てきたんですが、食を売り込むという事業とい

うのは結構予算が組み込まれていたというふうに思います。例えば、ミラノ

国際博覧会に出展する事業であったり、全国菓子大博覧会であったり、ある

いはみえフードイノベーションであったり、海外販路拡大チャレンジ事業で

あったりと、いろんな県内のものをどんどん外に売り出していこうというよ

うな事業はたくさん今回計上されていました。 

 しかし、やはり、外に売り出すことも大切ですけど、本来食のポテンシャ

ルが高いと言われている三重県に住む三重県民がしっかりとその地域の食を

理解しているのかどうか、食を理解し、食を知りながら、自分たちの食を改

善もしながら、本当に三重県民が健康であるということがやっぱり一番大事

かなというふうに思いますので、外に売り出していくことと同時に、三重県

全体の食を通じての健康づくり、これも忘れずにしっかりと取り組んでいた

だきたいなというふうに思います。 

 知事もお子さんがお生まれになりましたということで、やはり自分の子ど
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もに、じゃ、どういったものを与えるのか、食事を与えるのかというのはす

ごく神経をとがらすことだと、それはどこの親でもそうだというふうに思い

ます。例えば食品添加物一つにしても、海外では既に規制されているもので

も日本ではまだ規制されていないというものがたくさんあるそうです。人間

というのは、やっぱり食べたものから栄養をとって成長します。ということ

は、どんなものを食べるのか、それがこれからの人生にとってすごく影響し

てくるというふうに私自身は思っています。 

 食を見直すことによって、私は、三重県内の農業であったり漁業であった

り、いわゆる地場産業をしっかりと支えていくという取組にもつながってい

くのではないかなというふうに思いますので、そのことも含めまして、知事、

もしよければ、食育についてコメントをいただけたらなというふうに思いま

す。 

○知事（鈴木英敬） 今、津村議員がおっしゃっていただいたように、食育の

重要性、私も理解しています。 

 たまたま、昨日は尾鷲の方からいただいたブリを妻と息子と一緒に食べた

ところでありまして、本当に、食育、何を食べるのかということもそうです

し、私たちの先人たちが築いてきてくれた生活に根づいた文化、これが食と

いうものにあらわれていると思いますので、それを大事にするということは

とりもなおさず、私たちが先人たちの努力に対して敬意を払うということだ

と思いますし、地域を大事にするということだと思いますので、今後、平成

27年度末で終了する三重県食育推進計画の次なる展開も含めて、しっかりと

食育推進について検討してまいりたいと思います。 

   〔13番 津村 衛議員登壇〕 

○13番（津村 衛） ありがとうございます。 

 それでは、三つ目の質問に入らせていただきます。 

 移住対策について質問をさせていただきます。 

 移住希望者に対する相談体制の強化と移住に関する様々な情報提供などを

目的に、東京有楽町にある東京交通会館に移住相談センターを開設し、首都
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圏から三重県への移住を促進させるとして、２月補正並びに27年度当初予算

に約4000万円計上いただいております。 

 この移住・定住対策については、平成19年に稲垣議員が二地域居住につい

て一般質問をされています。当時の背景には2007年問題があり、団塊の世代

が全国で200万人以上定年退職されるということで、団塊の世代をターゲッ

トに二地域居住先として本県に来ていただき、地域の活性化に協力しても

らってはどうかという質問でありました。質問に対して、大阪や名古屋を中

心に、大都市圏からの二地域居住先として本県は大きなポテンシャルを有し

ているが、地域住民と摩擦を生じるケースも聞かれることから、受け入れ側

の地域や市町の意向を尊重しながら支援等に取り組むと答弁をされています。 

 当時の背景と大きく違うのは、田舎暮らしを希望する年齢層の変化だとい

うふうに思っています。ふるさと回帰支援センターは田舎暮らしを希望する

方々に対して相談や情報発信を行うＮＰＯ法人ですが、そのセンターの利用

者の年代の推移を見てみますと、リーマンショック以後、20代から40代の利

用者が年々増加していることから、ターゲットが団塊の世代だけではなく、

20代から40代の比較的若い世代、子育て世代が地方での生活を希望するとい

うニーズが高くなっているということであり、情報に敏感な若者に対して率

先して情報発信をしていくという取組には、私は大いに期待をしています。 

 移住・定住対策はこれまで、少子化、過疎、高齢化、人口減少に危機感を

持った県南部の市町が南部地域活性化局とともに、首都圏や中部、関西で相

談会やセミナーを開催し、移住・定住対策を進めてきました。その中で今回、

全県下的に移住、定住に取り組むという方針が出されたわけですが、そこで

お伺いをいたします。 

 これまで南部地域の取組から、全県下的に移住対策に取り組むという理由

につきまして、知事の見解をお伺いしたいと思います。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） なぜ今、県内全域での移住対策が必要かということにつ

いて、少し答弁させていただきたいと思います。 
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 本県の人口は、平成20年の187万人をピークに減少に転じており、近年で

は、死亡が出生を上回る自然減で約4000人、転出超過による社会減で約2000

人、合わせて約6000人の人口が毎年減少しています。 

 人口減少は深刻な問題で、私は強い危機感を持っており、自然減と社会減

に対して幅広い視点から、でき得る限りのあらゆる手段や対策を講じ、減少

のスピードを緩めながら、豊かで活力ある社会をつくっていく必要があると

考えております。 

 そうしたことから、人口の社会減への対応として、「学ぶ」、「働く」、

「暮らす」のライフシーンごとの取組を一体的に展開していくこととし、そ

のうちの一つとして移住対策の強化を図ることとしたところであります。 

 移住に関しましては、先ほどの議員の御質問と少し重なりますけれども、

内閣府が平成26年度に行った、東京在住者の今後の移住に関する意向調査に

おいて、約４割の人が地方への移住を検討している、または検討したいと考

えており、こういうタイミングをしっかりと捉まえることが重要であると私

としては考えております。 

 一方で、地方への移住を考えている人の４割が移住に関する情報が十分で

ないと感じているという結果が出ております。 

 また、昨年12月には国においてまち・ひと・しごと創生総合戦略が閣議決

定され、東京一極集中の是正に向けて、地方への新たな人の流れをつくるこ

とが目標とされ、全国の自治体が一斉に取組をスタートするという状況にな

りました。したがって、他の自治体におきましても、人の流れをつくるため

に移住促進などの取組が強化され、競争が激化するのは必至で、何もせず座

しているだけでは結果は得られず埋没するだけと危機意識を持っております。 

 こうした移住に対するニーズや本格化する地方創生の動きに的確に対応し

ていくため、これまで移住フェアなど単発では取り組んでまいりましたが、

より強固な体制の構築の必要性から、移住に関する相談をワンストップで受

けられる窓口として東京に移住相談センターを開設するとともに、南部地域

活性化局で取り組んできた移住対策を県内全域に広げることとしました。 
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 県内全域という点につきましては、移住者の方のニーズが様々であるとい

うことから、いろんな魅力を情報提供する必要があるだろうということや、

南部地域以外についても将来的な人口減少の予測が厳しい状況にあるという

ことも含めて、県内全域での展開が必要であると認識しております。 

   〔13番 津村 衛議員登壇〕 

○13番（津村 衛） 知事の思い、わかりました。ありがとうございます。 

 とはいえ、私たち南部地域といたしましては、これまで私たちの南部地域

がしっかりと取り組んできたわけでございました。それが、これまで南部地

域活性化局で担当していただいたのが、今度は地域連携部が担うことになり

ます。そんな中で、これまで様々な取組も県南部でさせていただいておりま

すが、やはりこれからどうなっていくんだろうというのは少し心配するとこ

ろでございます。 

 県南部は、2040年までに20歳から39歳の若年女性が半減し、行政機能の維

持が難しくなると言われている消滅可能性都市にも挙げられている地域がた

くさんございますし、移住対策は南部の自治体をかけた取組でもあります。 

 そういった面におきまして、これからの県の移住対策も含めまして、今後、

南部地域への取組についてどのようにお考えなのかをお示しいただきたいと

思います。 

○地域連携部南部地域活性化局長（森下幹也） これまで南部地域活性化局で

は、南部地域活性化推進協議会の中に移住・交流部会を設置しまして、各市

町の担当者と移住促進の取組を進めてまいりました。 

 具体的には、空き家バンクの運用でありますとか田舎暮らし体験ツアーの

実施、三大都市圏での相談会の開催、ポータルサイト「ええとこやんか三

重」の運営などを行ってきました。こうした活動の中から南部のほうでも、

求人バンクでありますとか空き店舗バンクといった新たな取組も生まれてお

りまして、サイト自体の閲覧件数も増加してきております。 

 そこで、今後の取組でございますが、新年度、東京に常設する予定の移住

相談センターでは、常に地域の情報を発信できますし、相談者の細かなニー
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ズを収集できることになります。これは南部地域にとっても大きなチャンス

だというふうに捉えております。 

 そこで、私どもとしましては、３年間、市町とともに取り組んできたノウ

ハウがございます。それに、先ほど申しました移住相談センターの相談業務

の中で得られる個々に異なる移住者のニーズを生かして、これまでの市町の

取組がさらに充実するようにサポートしていきますとともに、地域と移住希

望者をつなぐ交流の機会を創出するなど、地域が一体となって受け入れる基

盤をつくってまいりたいと考えております。 

 こうした市町との連携した取組を進めることによりまして、南部地域が移

住を希望される方々にとって常に選択肢の一つとなるよう、引き続き支援を

してまいりたいというふうに考えております。 

   〔13番 津村 衛議員登壇〕 

○13番（津村 衛） ありがとうございました。 

 既に南部地域に移住してきていただいた方々の意見もいろいろと、話も聞

かせていただきましたが、これまで自分たちが移住を希望したときに三重県

だけがやはり情報が少なかったというふうな声も確かに聞いています。です

ので、今回、東京に移住相談センターを設置するということで、移住を希望

する方々にとっての選択肢をしっかりとＰＲしていくというのは非常に大切

なことであると思いますので、私自身は非常に応援をさせていただきたいな

というふうに思っているところではあります。 

 とはいえ、やはり移住相談センターを設置することだけが目的ではありま

せんし、それがゴールではありません。そうなりますと、やはり移住相談セ

ンターと、先ほど南部地域活性化局長も言われましたけど、地域との連携、

地域の市町、あるいは地域の方々との連携であったり、情報交換、理解で

あったりというものが非常に、一番大切になってくると思います。ですので、

そのことはしっかりとこれからも取り組んでいただきたいなというふうに思

いますし、市町との連携といいましても、市町にはやはり移住対策だけで専

従でできる方々ばかりではありませんので、そういうことも含めまして、広
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域的なネットワークづくりにしっかりとサポートをしていただきたいなとい

うふうに思います。 

 さらには、やはり、既に移住してきた方々とこれから移住を考える移住希

望者の方々との意見交換であったり交流というのがこれからは非常に大切に

なってくると思います。それこそが生きた声になると思います。移住希望者

にとって、確かに何が一番魅力かといいますと、冊子とかパソコンで調べら

れるようなデータが必要だというわけではないそうです。やはり地域の生の

声、そして、自分たちが行こうとしている地域のことをちゃんと教えてくれ

る人、これが一番移住希望者にとっては求めているサポートだというふうに

伺っております。 

 そんなことも含めまして、やはりまずは、これから移住をしようとしてい

る方々に対して既に移住してきている方々の協力も得て取り組んでいくとい

うのが大事かなというふうに思います。 

 既に移住している方々を、例えば移住のアドバイザー的な役割を担ってい

ただく、そういうことでしっかりと県と連携して移住対策を進めていくとい

うふうなことに対しまして、南部地域活性化局長の御意見も聞かせていただ

きたいなというふうに思います。 

○地域連携部南部地域活性化局長（森下幹也） 御指摘の移住者と移住者、移

住者と地域をつなぐ交流、先ほども少しお話をさせていただきましたけれど

も、非常に大事だと思っておりまして、御指摘のとおりだというふうに思い

ます。３月にもそういった会を計画しておりまして、既に移住された方に対

して、県外から移住を希望された方もおみえになるようでございますし、そ

ういった取組はこれからもしっかりと続けてまいりたいと考えております。 

   〔13番 津村 衛議員登壇〕 

○13番（津村 衛） ありがとうございます。 

 本当に地域としては移住対策というのは今一番力を入れていきたいなとい

うふうに思っていることだと思いますし、県としても力強い支援をお願いし

たいとは思います。 
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 とはいえ、限られた本当に厳しい予算の中で、移住相談センターの運営に

は多額の税金を投入することになります。 

 この事業の成果目標といってしまいますと、やはり人数であったり、ある

いは数字ではあらわれないものだというふうに思っていますし、この取組自

体、息の長い取組になろうかと思います。 

 そんな中で、最後に、東京に移住相談センターを設置して移住対策に取り

組んでいくという上での強い決意をお願いしたいと思います。 

○地域連携部長（水谷一秀） 本県が移住相談センターの設置を考えている東

京のふるさと暮らし情報センターには全国各地の移住に関する情報が集まり、

現在、１カ月で約1000件の移住に関する様々な相談が寄せられております。

こうした相談者に、ぜひ三重県に興味を持っていただきたいと考えておりま

す。そのため、移住相談センターを開設した後は、本県への相談件数を目標

にしておりまして、１カ月に100件を目指していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

   〔13番 津村 衛議員登壇〕 

○13番（津村 衛） これで終わりますが、ぜひともしっかりと取り組んでい

ただきたいなということを希望いたしまして終わらせていただきます。あり

がとうございました。（拍手） 

○副議長（奥野英介） 本日の質問に対し、関連質問の通告が１件あります。 

 津村衛議員の質問に対する関連質問の通告がありますので、これを許しま

す。11番 濱井初男議員。 

   〔11番 濱井初男議員登壇〕 

○11番（濱井初男） 皆さん、改めましてこんにちは。新政みえ所属の濱井初

男でございます。熊野古道につきまして、先ほど津村議員から質問がござい

ましたことにつきまして関連質問をさせていただきます。 

 まず、熊野古道伊勢路を守る会、12月４日の私の一般質問の中で知事が御

紹介いただきました。この熊野古道伊勢路を守る会は、昨年５月４日に、い

わゆる宮川ルネッサンスにかかわる流域案内人の方、あるいは熊野古道伊勢
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路の中でツヅラト峠から以北で活動されている方々、保存活動をされている

方々、そして、地域おこしをされている方々、そういう方々が30人ぐらいお

集まりになられて、熊野古道伊勢路を守る会という会を新たにつくられたわ

けでございます。今までが点であったところが線で結ばれたということであ

りまして、まさに地方創生の基本であるかなと、こんなふうに思えるわけで

ございます。 

 今日の質問は、この熊野古道伊勢路を守る会の方たちについての質問にさ

せていただきたいと思います。 

 伊勢から熊野までをつないでいくというお話がございました。新たな戦略

ということでございますけれども、約200キロメーターあるわけでございま

す。このことによって伊勢路を守っていくことにつながるわけでございます。 

 昨年におきまして、熊野古道伊勢路を守る会の方たちが、宮川流域ルネッ

サンス協議会と、そして、これは地域連携部の所掌でございますけれども、

「美し国おこし・三重」の方、県の方々と一緒になって、熊野古道伊勢路旅、

これをされました。６回でございましたか、されたわけでございますけれど

も、これをするときに当たりましても、まだまだ会そのものが新しい会でご

ざいますので、当然ながら県の方のコーディネート、あるいはサポート役と

しての参加がやっぱり必要だったわけなんですね。そんなところでやってい

ただいて、大成功であったということでございます。多くの方が御参加いた

だいて、本当にきれいなところ、魅力たっぷりなところを歩いていただきま

した。これからずっと続けていきたいと、こんな思いもあるということでご

ざいます。 

 そして、自立あるいは自主的に活動していくということが、地方創生に

とってもそうでございますが、基本でございます。しかしながら、やはりグ

ループや熊野古道サポーターズクラブの皆様方、頑張っていただきますけれ

ども、それではとてもできない部分がある。先ほどの質問でも、ハード面で

もそうでございました。教育委員会のほうからは、文化庁の、いわゆる文化

的遺産の景観事業でございますか、そういったものの補助をとりたい、ある
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いは県でも助成をしていくというような大規模的な修繕等についてはそうい

うふうなところで活用しながらやっていただくというようなことでもござい

ます。 

 しかし、やっぱりそれと同時に、人的なサポーター、コーディネーター役、

これはどうしても必要でございます。中村欣一郎議員が12月に質問されまし

た、「美し国おこし・三重」の６年の終了をもって甚だこれからが心配だと。

稲垣議員も触れられました。人的な支援もやっぱりしていただかなあかんと

思うんです。 

 どうしても市町をまたぐ、連携をしますとまたぐ場合がございますので、

そういったときはやっぱり住民の方たちがなかなかそういう話をしづらい、

あるいは、新しくそういった団体ができたときにはやはり行政に頼らざるを

得ないといいますか、これから地方創生ですからますますそれが大事になっ

てくると思うんです。ですから、そういった担当部署というのをはっきりさ

せていただきたいなと思うんです。 

 今まで「美し国おこし・三重」の実行委員会ということで、県の方が伊勢

と松阪のほうから出向いていただいて、先頭に立って歩いていただきました。

本当に助かりましたし、頑張っていただきました。ですから、こういう方た

ちも、やはり県として、県の役割として、やっぱり置いていただきたいなと、

こんなふうに思いますので、この件につきまして御答弁をいただきたいと思

います。 

○地域連携部南部地域活性化局長（森下幹也） 熊野古道伊勢路を守る会につ

きましては、昨年の５月に設立をされまして、私どももその会議のほうには

オブザーバーとして参加をさせていただいておったわけですけれども、熊野

古道伊勢路の本質は伊勢から熊野まで全線にございますので、そういった

方々の活動というものは本当にありがたいと思っておりますし、感謝もして

おります。 

 そこで、昨年５月の設立ということでございましたけれども、私ども、熊

野古道アクションプログラムを改定しておりまして、その協働会議のほうに
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も御参加いただいておりますし、これからもいろんな情報も提供させていた

だくようになりましたので、しっかりと連携を図りながら私どもでやらせて

いただきたいというふうに考えております。 

   〔11番 濱井初男議員登壇〕 

○11番（濱井初男） わかりました。 

 今までは地域連携部の所掌だったかなと思いますけれども、もちろん南部

地域活性化局の方も応援をしていただいて、出てきていただいて、やってい

ただいたわけなのでよくわかっております。そういった窓口になるような方

たち、いつも相談に乗っていただけるような窓口というのもちょっと門戸を

開いて置いておいていただきたいと、こう思います。 

 これからまさに地方再生、進めていかなければならないときでございます

ので、こういった面からもサポート的な、あるいはコーディネート的な担当

部署、これをしっかりと、例えばそれぞれの地域の総合事務所、そんなとこ

ろへ置いていただくような形のものを身近なところに置いていただいて、相

談に乗っていただけるような体制づくりをしていただきたい、このように思

いますので、よろしくお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていた

だきます。くれぐれもよろしくお願いします。（拍手） 

○副議長（奥野英介） 以上で、本日の県政に対する質問を終了いたします。 

 これをもって本日の日程は終了いたしました。 

 明27日は定刻より、追加議案の上程を行います。 

 

散          会 

○副議長（奥野英介） 本日はこれをもって散会いたします。 

午後３時９分散会 


